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第 1章 序論

古代中国での算術とは結縄・度量衡・算木・算盤等の道具により計算する数学であった。この道

具による数学はそろばんを使用することで大きく発展した この計算する数学は日本にも伝来して

いる 第一回目は奈良朝時代の少し前で,第二回日は江戸時代の少し前で,第二回目は明治維新の

直前である この計算による数学は, 日本では明治 5年の学制で「洋算」を導人したことで, 日本

の数学である「和算」は時代の背景に退いた.

それ以来, 日本の数学は西洋の数学をモデルに迫いつけ追い越せという「文明開化」の路線に

沿つて発展してきた 西洋の数学は「原綸」の「ll明 を中心とした数学であつた したがって,計算

を中心とした日本 。中国の数学は歴史的な興味の対象に過ぎないようである.

しかし,計算を中心とする数学は時代の底流で,商業,そろばん,簿記等の数学として生きてい

る この数学の特徴は度量衡による計算が特徴である 度量衡とは小泉袈裟勝の「図解 単位の歴

史辞典」には次のようにある.

刊行にあたつて

度量衡あるいは計量とは,長 さ,面積,体積,重量などの各種の「量Jの大きさを,

それと同じ種類の一定量つまり「単位」を約束し,計 られるものの大きさがこの単位

の何倍 (何分の一)で あるかを,数字に単位の名称をつけて表すことである.

単位の基準は,ふつ皆に共通する物や現象にとられた 手幅とか足の長さとか,あ
るいは麦や黍の粒の大きさや重さであつた.これらの基準とされたものの大きさは皆

に共通しているので,抽象的な数値に単位の名称をつけることにより,空間,時間を
へだてても,計 られるものの大きさの「再現」を保証するものである このように単

位の大きさを現実に示すものを「標準Jと いう

ただ,標準を人の身体や自然物そのものに依存した期間は長くなかった 原始農耕

社会においてでさえ,尺度は変化の少ない材料の棒に移されて,枡は大きさの決まつ

た容器とされ,重 さは天粋とともに用いる石や金属の分銅に移された,1

このように,度量衡が数学を誕生させる起源の一つである。そして,度量衡の単位の標準の助数詞

による数え方が算術を誕生させた。

第 1章 序論                                     5

1。 1 助数詞・経験による数学・身につける数学・道具による数学=
算術=度量衡の数学

日本には「ものJについた数え方が約 51Xl以上あるとされている「数え方でみがく日本語」2に

はつぎのようにある

数を助ける詞――助数詞

数え方に興味を持つてこの本を手にとつてみた人の多くは,

「そもそも『数え方』つて何 ?小学校の算数で習つた単位と同じ?」

と疑間に思うことでしょう.

ここで言う「数え方」は,二つのものを含んでいます 一つは「助数詞Jと 呼ばれるも

のです もう一つは「単位」です。この二つをごちゃまぜにして理解しているよ うで

すので,ち ょっと整理してみることにしましょう

まず助数詞から見てみます 助数詞とは,文字通り「数を助ける詞」のことで,「 一本,

■本」の「本Jと か,「一匹,二匹」の「匹」,「 一台,二台」の「台」などを指します 。

基本的な助数詞は,漢字一文字で書けるものが多いです.3

-中略―

単位と助数詞が決定的に違う点は,単位は他の数値に置きかえれるのに,助数詞はそ

れができないことです.4

飯田朝子は,「数え方でみがく日本語Jの なかで約 5∞ 種類になるといつている.

数学の一つの起源であると考えられる

特定のものについた数え方である助数調から,助数詞の付かない数え方として数学が始まったと

考えることができる.こ こでは,その一つの例として「結縄Jと 「算木」を考察することにする

2飯 田朝子著  知 う年 8月 lo日  初版第 1刷発行 筑摩書房
3飯 田朝子著「数え方でみがく日本饉J2∞6年 8月 10日  初版第 1刷発行 筑摩書房 p13-14
4飯 田朝子著 r数 え方でみがく日本語」2005年 8月 10日  初版第 1刷発行 筑摩書房 p16

1編著者 小泉袈裟勝 「図解・単位の歴史辞典」「刊行にあたつて」1989年 12月 25日 第 1版第 1刷発行  1990年 11                         6編 著者 小泉袈裟勝 「図解・単位の歴史辞典」 1989年 12月 25日 第 1版第 1刷発行  1990年 11月 22日 新装版第

月 22日 新装版第 1刷発行 柏書房 1刷発行 柏魯房  p268‐ 270

の助 数詞 の 一部 を 「図解・ 単位 の歴 史辞典 Jか ら見 る こ とに

もの 数え方 もの 数え方 もの 数え方
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油粕 貫 網 一帖 鮨 瓶・甕
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第2章 中国の結縄

第 2章 中国の結縄

それで結構治まっていた 後世になると,それだけでは用が足りない そこで聖人は,

これに代えて,文字と割符を作つた 役人たちはこれでもつてよろずの事務を治め,万
民はこれでもつて知恵が明らかになつた 3

2.2 中国で確認された結縄・刻木

古代中国では計算とは「算木」を操作して数えることを意味していた。許慎の                            
「人類的記憶 雲市民族古籍文化遺産」4に 「1刻木結縄記事」に10の民族で結縄・亥J木が確認

)『説文解字』には                   されている その確認された民族の概要は以下のようである「概説 中国の少数民族J6から其の
「さん   長六寸計歴数者竹八竹炊弄言常弄乃不誤也」(巻五上)と ある.同 じく巻五上に「算                    概要を引用する

数也双竹具讀若さん」とある.「 敷」は巻三下に「藪  計也炊支数整」とあ`る

このことから,記録に残る古代中国における計算とは「算木」を操作して数えることを意味して                        ,ン ボー
いたこと考えることができる 2.2.1 景頗族

[人 口l 約 9万 301Xl人

2.1 『 史 記 』・『 易 』 の 結 縄                                隣布l雲南省西部,ビルマとの国境地域の山間地帯

I言語l 漢・チ´

この算木以前の数えることについては神話の世界に属し,『 史記』「三皇本紀J                                   
ミツト語系,チベット・ビルマ語族.文字は持たず,刻木,結縄で意思を伝達し

に「結縄」が行わ                   ていた ローマ字表記の表音文字を解放前すでに使用したが,普及はしなかった
れていたと記述されている この「三皇本紀」の記述は司馬遷が記述したのではない 司馬遷は                    ● 族源は不詳

‐
である。伝説では,チペットから四川にまたがる高原にいた先民が,次第に南遷

「五帝本紀Jか らであり,「 三皇本紀」は唐の司馬貞がその補いとして書いたものとされる 1                     して,雲南の西北部,怒江以西の地に来たという.唐代に「尋伝蛮Jと 呼ばれた人々の一支であろ

i「iI]「]];[3ζ lllitifζ inili「I滋
]層虐itt                     i議

{よ17低罪

こ

=黒

ξll■g居
住区である徳宏へ移住した。またチンポー族は,清代以降の

′観察し,附
しては地法を観察し,あまねく鳥獣の模様と地の形勢を見きわめ,近くは自身を参考                     2.2.2 ワ族

:i::iil]:]tll:iil[〔 lilliiζ
を[il[:l]t:言 :                      |を

] [;ぢ ;[繁 F雀ラt,71彬筆族 ドアン,プーラン務と近い 固有の文字はなく,

1957年にローマ字表記の文字を制定した

とあり,「書契をつくって結縄の政治にかえた」とあり,文字を作つて結縄による政治を行つたと                    ● 史書では
なく言語の上から同一系統に属するドアン,プーラン族と一括して「機人Jと 呼ばれ

ある ていた 古代「演人」の分布は広く,主 として雲南西部にいて,漢代には永昌郡に属していた。そ

これと同様な記述は「易」にもある のうち「望人Jと 呼ばれた人々が,お そらくワ族の先民であろう 文献では「望蛮」「望宣子」な

どと称されている
上古結縄而治 後世聖人易之以書契 百官以治 高民以察 蓋取諸央                                     

唐代,南詔政権が勢力を拡張するにつれ,狩猟採集にたずさわりながら移動生

活をしていたワ族はさらに南運し,元 。明時代に漢,タイ族が移居してくると,さ らに今日の居住

上古は縄を結んで収まれり,後世の聖人これに易うるに書契を以てし,百官以て治め,                      区へ移動したと思われる 明・清時代の文献では「□刺」「嗜瓦」「□瓦などの族称で出てくる 開

以て察らかなり,蓋 しこれを央に取る 放までは,首狩りの習俗を持つていたことで知られる P38-39
契は割符 太古の世には文字がなく,他人と約束する場合は縄を結んでおいた 大事

には大きな結び玉を,小事には小さな結び玉を作つた (『周易正義』)万 事質朴な時代,

l野 口定男訳 『史記』上 中国古典文学大系第 10巻  1968年 2月 5日 初版第 1刷発行 1988年 2月 27日 初版第                         3本 田済著 『易 (下)J中国古典還 2 1978年 5月 20日 第 1刷発行 199o年 12月 20日 第 2刷発行 朝日新聞
21刷発行 7・凡社 p5                                                                     社 p318319

2野 口定男訳 『史記J上 中国古典文学大系第 10巻  1968年 2月 5日 初版第 1刷発行 1988年 2月 27日 初版第                         4(2005年 12月 第 1版  2005年 12月 第 1次印刷 雲南美術出版社)

21刷発行 平凡社p5 5澪女主細 君島久子監訳「概説 中国の少数民族」1987年 12月 20日 第一刷発行 三省堂
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第 2章 中国の結縄

2.2.3 独龍族

[人 口l 約 471Xl人

[分布〕 雲南省西北の国境に近い貢山に衆居

[言誌司 漢・チベツト語系,チベット・ビルマ話族 同地域の貢山に住むヌー族とは,言語上,

相通ずる 文字は持たず,刻木,結縄で意思を伝達していた

族源については不詳である 清代の史籍では「□人」「□人」と称されている 唐朱時代は,南詔

及び大理国に属し,元・明・清の二代は,ナ シ族の統治下にあつた.怒江両岸に,4,5千 メー トル

級の高山がそびえる,厳 しい自然条件の谷あいに住むが,現在は主に,採集狩猟を従とした生活を

している p16-17

2.2.4   蔵 族

l人 口1 387万人

[分布〕 チベット自治区,青海,甘粛,四川,雲南各省の高原地帯_

1言語l 漢・チベット語系,チベット・ビルマ語族 番
ソ
蔵,簾,安多の三方言に分かれる.チ

ベット文字は,七世紀前半につくられた.

● チベット族の祖先に当たるものは,すでに旧石器時代にはヤルツンポ川中流域に居住してい

たと思われるが,具体的には漢代に発売とよばれた人々が,チベット族の祖先を形成するらしい.

六世紀になると, 部の地域ではツエンポと称する王がいて,漢族をはじめ諸民族と交流した 七

世紀初め,ソ ンツエン・ガンポが出てチベットを統一.彼は首都を今のサラに定め,官職,軍政区

域を整えるとともに,文字,法律,度量衡なども制定した.漢の文献で「吐蕃」と称する王朝であ

る.宗教心の篤い民族で,ラ マ教が生活のあらゆる部分に深く浸透している.p8

2.2.5 リス族

[人 口]48万人

[分布〕 主に雲南省西北部の怒江リス族自治区の碧江,福貢,貢山,濾水の四県に住む

[言司  漢・チベット語系,チベット・ビルマ語族 自治州内では,どの民族もリス話を用いて

いる。1957年にラテン文字を基にした新文字を制定

● リス族の名は,唐の婆審 の著『蛮書』に「栗粟」とあるのが最も古く, 当時の「鳥蛮Jの
一部だと見られている その族源においてイ族,ナ シ族と深いかかわりを持つ

史書及び伝説によると,人世紀, リス族の先祖は,金沙江沿岸に住み,十二世紀以後,元代の麗

江路軍民総監府,明代の麗江土知府木氏の支配を受けた。十六世紀中頃,戦争や土司の圧迫から逃

れ,大量のリス族が怒江に移動 その後も続々と,西方や南方に移動し,居住地域が拡大した。リ

ス族はその中で分散し,他民族と雑居するようになった

第 2章 中国の結縄

2.2.6  1蜃 力員

1人 口l 約23mXl人

1分布l 雲南省西部の怒江流域

[言語〕 漢・チベット語系,チベット・ビルマ語族 ヌー族は主として碧江,福貢,貢山の三地

域に住むが,方言差は大きく,相互に通話できない ただリス族とは同地域に居住するため,一般

にメー族はリス語も解する.文字は持たず,現在では漠字を使用している

● ヌー族のうち,碧江一帯で「怒蘇」と自称するものは,今 日,大小涼山に住み,「諾蘇」と

自称するイ族と関係が深い。また福貢,貢 山のメー族は,怒江北部の貢山一帯にいる自称「阿籠」

につながる 今日のヌー族は,こ の両方の接触を深めて,形成されたものであろう。現在は農業を

主に,狩猟を従とする生活を送っているが,生産水準はまだ低い

2.2.7 暗尼族

1人 口〕約106万 人

l分布〕雲南省南部

[言語l 漢・チベ ット語系,チベット・ビルマ語族 他の同系民族であるイ, リス,ラ フ,ナシ

族の言語と近い.固有の文字を持たず,かつては刻木,結縄で意思の伝達をしていたが,1957年
ローマ字表記の文字を制定

● ハニ族の社先は,紀元前三世紀ごろ大渡河以南にいた「和夷Jと 考えられている.こ の「和

夷」は,古代売人が南遷 した一派であろう.唐代の文献では,ハニ族の先民は和蛮」と称され,元
代には 「和尼」,明 。清時代には「協尼Jと 呼ばれている 解放前は地主制の社会で,シーサンパ

ンナー帯のハニ族は,タ イ族領主の支配下にあった.哀牢山などの山間に住むため,棚 田の開拓技

術にすぐれ,ま たその地にはプーアール茶の主要な産地にもなつている.

以上が,「 人類的記憶 雲南民族古籍文化遺産」にある結縄・亥1本 についての報告にある民族の

概要である

2.2.8 台湾・ ア ミ族の結縄

「数学史研究J(通巻88巻 )1981年 1月 ～3月 の綸説「台湾・アミ族の結縄」が報告されている.

アミ族の中に於ては,そ の文字・数の表現法の代用として,結縄が多く使用され,相手

に意思を伝達し,又 ,記録計算が出来,蕃社内の毎日の生活を律していつたのであり,

明治時代を経て大正時代まで盛んに使用され,地域によつては,昭和初期まで使用さ

れていた .

○ アミ族の結縄

高砂族は,一般的に経済的思想は極めて低く,経済組織は原始的であり,当然,各蕃社

内の各個人個人の職業的区分は全く存在せず,強いていうならば,男女間で若千の分

業がある程度であり,生産者と消費者は同一人である。
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故に,数に関する概念も甚だ幼稚であり,外来文化と接することのない古来からの伝

統と環境につかって居り,多 くの記録の必要性がなく,文字の存在も当然無視されて居

り,それ故に経済能力の発達も極端におくれをみせている 。

アミ族の結縄を語った者は,凍光福氏 (65才 )である。7

1 計算用の結縄

この結縄が,総ての結縄の基礎となり,中心となっている

計算する為に,この結縄を結び,解く のである 故に, 日本の珠算の如く,ス ピード

を要求して計算する様な,速度感は全く存在しない 更に,春社内では,大 きな数の

計算は存在しない 普通に,必要とする演算は,加減算のみであり,その計算範囲も

1桁プラス1桁であり,大きい数の演算といっても,2桁プラス 1桁 ,又は2桁程度で

ある.こ の結縄は,3桁までは計算できるが,彼等の一般生活にはその計算の必要性は

存在しない。この結縄の材料は麻糸であり,先ず,3種類の太さのあさなわを作る そ

して,その長さは,約 60セ ンチメートル位であり,そ の3本のあさなわの上部をそろ

え,たばね結んだものである.

その位の定め方は,例 えば,金銭表現でみると, 日本の大正時代では

fIBな わ は 1銭 の単位

中なわ は 10銭  の単位

太なわ は 1円 の単位

として使用した.

彼等が,通常,数を数える場合は,lo進法で手の指を以て行い,loを 1区切として,

石又は木片を1個用意し,次の 10を 確認して,再び石又は木片を置き,計
"を

確認

する.その様にして,順に石又は木片10個 を確認することにより100を知る演算方法

である 8

その他,「借用上の結縄」「集会所内に於ける結縄」があると報告されている.

2.2.9 高山族

台湾先住民族は,すべてオーストロネシア語族の人 ,々あるいはその話者の末裔に当たるが,台
湾でもともと話されていた二十数種のオーストロネシア語族の言語のうち,すでに消滅したものも

あり,現在では一二,三 しか残っていない.人 口は390,244人 (1997年 )で ある このような言

語喪失は,17～ 20世紀の間に入植した多くの漢民移民との融合や同化が,直接の原因となつてい

る なおこれらの人々は,漢族が到来するはるか以前から,台湾山間部を中心に住んでいたため,

現在では,高山族あるいは台湾原住民族と呼ばれている

。「数年史研究J(通巻 88巻)1981年 1

7原注 日本名 宮田 稔  1913年 8月
台湾総督府管下の警察官 となり,終戦後は,

8,数学史研究」 (通巻 88巻)1981年 1

月～3月 日本数学史学会  p2
14日 生まれ 年齢階級制度下で成長 し,終戦以前は,成績優秀なるを以て

選ばれて長浜村長,長浜郷長とな り近年勇退 した

月～3月 日本数学史学会 ド
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高山族とは,20数種からなる民族の総称であるが,こ の総称は時代によって大きく変化してい

る 清王朝統治時代 (1684-1895年 )に は,先住民族はすべて番とよばれ,さ らに,①統治下に

編入され
麗と〕夕弯ん

'か

,②居住地域の自然環境,お よび③漢族の文化を受け入れている度合い
,

を基準に熟番と正番に大きく三分類された.

熟番とは,清王朝統治下にあって,平地から山麓にかけての比較的土地条件の良好な場所に居住
し,すでに固有の文化や言語を部分的あるいは完全に喪失した先住民族である また生番とは,清
王朝の統治を受けず,山 岳地帯などの僻地に住んで固有の言語や文化を保持する民族である.

日本の統治時代 (1895-1945年 )には,台湾総督府は熟番を平崎族,生番を高砂族と改称した

中華民国統治時代 (1945年―)に入ると,国民党は,高砂族に対して高山族,山胞や山地同胞な

どという名称を与えたが,清王朝統治時代から中華民国統治時代まで幾度も変化した呼称は,すべ

て他称である

しかし,1980年代から始まった民族アイディティンティ (認同)の回復を日指す台湾原住民族

運動のなかで,高 山族は台湾原住民族と自称するようになり,1994年の第二次憲法修正で台湾原

住民族が正式民族名称となった。この運動は,台湾に居住する各集団の相連を超えた形で,台湾原

住民族としての共同意識とアイデンティティの確立を志向する,汎民族運動の側面を持っているも
のだといえる.

―中略―

1896年鳥居龍蔵の実地調査を皮切りに,民族学・言語学的調査によつて高山族を識別・分類す

る作業が始まつた。(鳥居籠蔵→ 「鳥居籠蔵の満州・蒙古調査」84頁 参照).そ して,1930年代に

は日本の民俗学者 (文化人類学者)が,高砂族に対して況在もなお定説とされている分類を完成し

たのである。その結果,高砂族はタイヤル (ア タイヤル),サイシャット,ブヌン,ア ミ,ルカイ,

パイワン, ピュマ,ヤ ミの九っの集団に分類された

一中略―

オランダ統治時代 (1624-61年 )から,先住民族に関する比較的詳f48な 史料が残されており,

その当時,先住民は指集団に分かれて住み分けていた,日 本統治時代に行われた調査では,台湾先

住民族は古層のマレー文化を保持しており,集団の分類に異同があるにしても,狭義の高山族であ

る高山族の各集団は,固有の社会組織,宗教儀ネL,言語を保有しており,なおかつ集団間の差異は

顕著であることが明らかにされた.

また,各集団の言語の間には隔たりが大きく,ほ とんど互いに通じない また,社会組織で見る

と, さまざまな継承制度が見られる.島内を南北に縦断する中央山脈に居住するプヌン,ツオウ,

サイシャットの社会は,父系の氏族を形成しており,東部平地に住むアミ族は典型的な母系社会で,

さらに,南部の山地に居住するルカイとパイワンの社会は父系とも母系ともいいがたい系譜 (ア ン

ピリニアル・システム,選系出自〉 tな る さらに,ルカイとパイワンには書長と平民を分ける身

分制度があり, ピュマ,ア ミ,ツオウなどは男子集会所と年齢組織を持つている

高山族の生業は,も ともと焼畑農耕,狩猟,漁榜,採集であった。高山族は,中国大陸から西日

本の山地まで広く分布する雑穀・根栽型焼畑農耕と同じような焼畑を営んでおり,焼畑地でアワや

イモ類を栽培していたことから,中尾佐助,佐々木高明の日本の民族植物学者・民俗学者は,台湾
の山地を照葉樹林文化日の一地域とみなしている (照業樹林文化圏→「照葉樹林文化論」p205
参照)

台湾東南海上に浮かぶ簡嶼島に居住するヤミは,伝統的に段々畑で主にミズイモを栽培していた
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が,工業のなかでも,最もトビウオ漁を大切にしている.ト ビウオはたんなる食べ物というだけで

なく,ヤ ミの宗教的信仰と社会活動を律するものでもある その漁榜組織は,ヤ ミの社会で最も重

要な団体性をもつ組織である 以前にはまた,タ イヤル,サイセ ット,ブヌン,ツ オウのように,

首狩 りを行 う集団もいた 。 第3章 沖縄の結縄

かつて沖縄には「結縄 (藁算)と いわれる藁や藤蔓繊維木葉等を利用した数の記録法・計算法が
あつた この「結縄 (藁算)」 を最初に記録し,その現物を収集し報告したのが「田代安定」であ
る「田代安定論文書述目録稿」に次のようにある

「人類学上の取調に付沖縄よりの通信「東京人類学会報告J二巻一六号 (明 治20年 6月 )以下,

全文をしるす」1と あるが,こ こでは結縄に関係する部分のみを引用する.本文はカタカナである
が仮名にする.

本島にて用る文字代用品も各品有之共見本も清清注意相遂げ早早や随分相集り申候
本島の土民が字に代わるものは方言「ショーチューマ」とて羅馬数字に近似せるもの
一品と結縄算と有 之而して結縄算を用る村落過半に有之候 其結縄法も各村多少の

差異有之随分奇々妙々の代字法にして実に共取調にも苦しみ申候 此飾漸 く相調い侯
に付近日中央雛形見本も相送り可申候 兎角未開地の人民は僅かの事件を狐疑し甚だ

困り居候 当地方官も手厚く尽力候に付大幸の至りて候

(下略)

明治20年 4月 16日  沖縄島巡回先より 田代安定

「沖縄結縄考Jを編纂した長谷部言人は「田代安定氏に就いてJで

人類学教室には21年 7月 9日 付で帝国大学総長渡邊洪基宛,別記の目録の通海南諸島
調査書類清書済ノ分本日差出候二付|1覧済之上ハー旦御下附相成度請願仕候即チ該論

中訂正増補致シ部分尚数多有之候云々と申し出た書類及び目録が保存され,前者には

明治20年 10月 18日 一覧 印 (洪基)と いう総長自筆と党しき書き加えがある.目録
は次の通りである.3

1田 代安定著  「沖縄結縄考J'田 代安定腱文書述 目録績」 ,1 1977年 2月 25日 第一刷発行 発行所 至首社 発
売元 ぺ りかん社

2田 代安定薔  r沖縄縮縄考J「 田代安定綸文著述目像積」 ,1 1977年 2月 25日 第一刷発行 発行所 奎言社 発
売元 べりかん社

3田代安定著  「沖縄結縄考」長谷部言人 「田代安定氏に就いて」p4 1977年 2月 25日 第一刷発行 発行所 至書
社 発売元 ぺりかん社

9田畑久夫・金丸良子・新免康・松岡正子・案文清・Cダ ニエルス著 r中 国少数民族事典」平成 13年 9月 18日 初版印
刷 平成 13年 9月 28日 初版発行 東京堂出版  p2117‐p211
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3.1 結縄 (ワ ラ算)の先行研究

沖縄の藁算の報告は,笹森儀助の『南島探検』,田代安定の『沖縄結縄考』4,矢袋喜一の『琉

球古来の数学と結縄及び起漂文字』5,須藤利―の『沖縄のわらざん一人重山を中心として一』。が

基本的な文献である.

栗田文子は「藁算―琉球王朝時代の数の記録法」7で
『沖縄結縄考』の「図版」の「結縄」を復

元した 栗田文子は「藁算―琉球王朝時代の数の記録法」で次のように述べている_

素材を訪ねて

田代安定の『沖縄結縄考』には結縄について詳しく記されている.だが,実際に作つて

みると不明な点や理解に苦しむところが少なくなかった また,素材も,沖縄を知ら

ない私には説明をよんだだけでは判断に苦しむところがあった。沖縄の現在の状況や

素材を調べなくてはならない 沖縄息を決心したが,道の大海原に漕ぎだした櫂の無

い小舟同然で,暗中模索の心細さであった.

―中略―

結縄作りのはじめの頃は,『結縄考』を参考に試行錯誤の連続であつた.フ ラは,仙台

の農家から送つてもらつたものを使つていたが,その当時は,農薬が盛んに使われて

いてフアにも農薬が泌みこんでいた。ワラの質は悪く,弱い。私の手の爪は,使いは

じめて5,6日 で柔らかくなり,ひ どく傷んでしまつた.送つてもらったワラを全て捨て

て,無農薬のフラを探した。

結縄が行われていた頃の米を調べると古代米の赤米であることが判つた。

西表島で無農薬の赤米を作つている農家があることが判り,送つていただいたが,遠
距離で時間がかかる.近 くのものをさがした。そして,いわき市の篤農家佐藤守利氏

に出会つた.佐藤氏は非常に研究熱心な方であった。私の話を理解し,それから毎年

のように無農薬の赤米・黒米の稲ワラを届けてくださった。フラが届いたわが家は馬

小屋同然であつたが,材料の心配が無くなり,復元に打ち込むことができたのはこの

上も無い喜びであつた。そして,ワ ラに埋もれる歳月がしばらく続いた.8

この「結縄Jは,沖縄県立博物館に寄贈されている.

現在,一部の「結縄Jの実物は東京理科大学「近代科学資料館」にも展示されている.ただし,

栗田文子の復元した「結縄」であるかは不明である.「 薬算―琉球王朝時代の数の記録法」の萩尾

俊章氏「結びとフラザン (藁算)」 解説には,「参考文献」一覧がついている

世界的にはインカの「クイプ (ま たは キープ)」 が知られている。その他中国でも知られてい

て,文献上では『易』「繋辞伝」に「上古結縄而治」(上 古には縄を結んで治まれり)と ある.結縄

の現物も収集されたいる

4田 代安定著 須藤利一校ar『沖縄詰縄考』1977年 2月 25日 第 1開発行 発行所 奎言社 発売元 ぺりかん社
う矢袋喜一著『境球古来の数学と結縄及び起漂文字』大正 4年 10月 15日 初版発行 昭和 9年 3月 17日 2版発行 昭

和 57年 8月 15日 3版発行 発行所 沖縄書籍販売社 発売元 縁林堂書店
6『沖縄文化詮叢 (全 5巻 )』 第二巻 民族籍 1 昭和 46年 5月 13日 初版発行 用者 大課時彦・小川徹 平凡社

,303321
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ここでは,こ の結縄を民俗学的習俗とみなすとされているように考えられているが,数学史的側

面から考察することにする.道具による計算として結縄を考察する.数学史的には「石Jや 「木

片J等で計算したことは知られている。その中の一つとして「藁Jを使用して計算と記録をした

そして中国では「竹Jを使用して計算と記録をした 計算は「算木」によつて行われ,その後算盤
になったと考えられる この計算の道具として「藁」があった。その計算と記録が沖縄では明治時

代まで残っていた その記録が田代安定,笹森儀助,矢袋喜―,須藤利―によつて記録されて残つ

ている

3.2 須藤利―について

須藤利―については,「沖縄大百科事典 中巻」9に次のようにある.

須藤利― すどう りいち (と しいち10)1901・ 125～ 1975・ 1215(明 治 34～昭和

50)

海事学者 南島民族研究者.第球古来の数学史研究およぶ異国船来航記の翻訳紹介に

大きな業績を残した。東京市神田生まれ.1926年 (大正 15)東京帝国大学工学部を卒

業後,浦賀船渠 (株)に入社 27年 (昭和2)に退社し,台湾総督府台北高等学校講師

を奮:濯ふごt翼野壕鋭鮮観錘践鑑聖ら
'lli∫

[壇:「:源
調査報告・論文・異国船来琉記の翻訳紹介などを『南方土俗』『沖縄教育』『琉球新報』

などに発表 38年 には『人重山算法Jを 自費出版,40年にはパジル・ホールの『大統

球島探検航海記』を抄訳・出版,44年には南島に関する論文 (「すうちま」「沖縄の話J

など),雑記をまとめた『南島党書』を刊行.また40年には台北で小薬田淳・金関丈夫

らとく南島研究会>を設立して研究誌『南島』を発行,台湾における沖縄学の火つけ

役ともなった.42年東京に戻り第一高等学校教授となる。戦後は東京大学,日 本大学
の教授を務め,62年には日本海事史学会初代会長となる.75年 ,千葉県習志野市で死

去.台湾在住時に培われた南島 (沖縄)にたいする深い理解と愛情は終生変わらなかつ

た 著書にはほかんい,戦前に発表した主要論文「沖縄のわらざん」「琉球の地方算法」

など5編を収録した『沖縄の数学』(1972),「アダムスの那覇見聞記」「パーカー訪琉日

記」「大琉球島航海記」(バ ジル・ホール)な ど異国船来琉に関するものがを教え子た

ちが編集した『異国船来琉記』(1974)な どがある (り |1平朝申)

「沖縄文化論業」の解説には

須藤利一の『沖縄のわらざん』は人重山を中心としてと日1題 されている 沖縄とくに

人重山地方にはワラ算という結縄の習俗のあったことは相当に早くより知られ,多 く
の人によつて報告されている。明治に入つてから笹森儀助の『南島探検』に紹介された

1鴇昇誉魔[「:1憲″[撲墨竃望視鶴亀亀l象識L盤雪蘇努1カ嘉墨j斎だよt〔
7果田文子著 r藁算―琉球王朝時代の数の記録法」2∞5年 11
8果田文子著 「藁算―琉球王朝時代の数の記録法12005年 11

12日 第 1刷 慶友社
12日 第 1刷 慶友社 p19‐ 20 toas$sirvt rfil l:l* r! Lv\bt Lfr'6.42L<u\8
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ある通りである 須藤氏は戦前よリワラ算の調査研究に従いその報告も多い とくに

先人のまだ手をつけなかった人重山地方のものを調査して従来の欠を補つた.ワ ラ算
の用途には各種のものがあるが,第一に島津の琉球入り後,施行した地割制度に関連

した税法の算法としてのものである.文字の知識のない, というよりも平民には文字
の習得を禁じていたため,また紙の使用も許されぬため,ワ ラを利用して計算する方

法がとられた.人重山地方に課せられた人頭税を収税するため,と くにこのワラ算が

利用された 租税用のワラ算のほ力ヽ こ氏子算というのがあって今日も用いられている

オタケい毎年奉納するので,氏子の全人員の数を結んだもので,豊年を祈り氏子無事

息災を祈る また祭りの費用 (米や酒の現物)を家々で出す量などを算出するために

使う この氏子算は多分平民が考案した古くからの習わしであると思われる.須藤氏

はワラ算の数量をあらわす形式を列座型と東ね型の二種類に分けている 前者は一本

の太い親縄に各位の数を座を設けて取り付けたもの,後者は座を設けないやり方で各

位の数量を一緒に東ねるため各位の表わし方が絶対に必要であつた。東ね型の方が先

行したという説があるが,そ う断定する証拠がない 先島地方は自給自足の物々交換

経済であったので貨幣は適用せず,等価物として米が使用された したがって金銭を

あらわす結縄はなかった 須藤氏はフラ算の典型的と思われる使用を分類して,人数

をあらわもの,貢納類を示すもの,材木の大きさを示すものの三つをあげている こ

の他にオタケの祭りに用いる祈願算があり今日も行われている、最後に須藤氏は田代

安定が単なる数量だけでなく,意思を伝達する会意的なワラ算があつたといったこと

は否定している.通行禁止,使用禁止,立入禁止を表示するというワラ算は見当たら

ないと期している 11

『史記』「三皇本紀」,『易』の記述は,蒼韻の文字創造の神話と同じように,民族の遠い音の神

話であり,そ の真偽の程は不明だが「結縄」力`あつたと考えることができる

3.3 沖縄の結縄・『沖縄結縄考』について

「結縄」は明治時代まで沖縄地方で行われていた。『史記』「三皇本紀」にいう「結縄」とは相連
していると思われるが,『史記』や『易』には具体的な記録がないので,こ の沖縄での「結縄」から

その内容を推測することにする。この『史記』の結縄の記述は,次節で述べる田代安定著『沖縄結

縄考』でも言及している

この『沖縄結縄考』の著者田代安定の略歴は以下のようになっている.

3.3.1 田代安定の略歴

たしろあんてい 1857年 (安政4年)8月 21日 ～1928年 (昭和3年)3月 15日

明治中期の沖縄研究者で近代沖縄研究の哺矢となつた人 鹿児島市加冶屋町に士族の子
として生まれ,同地の私塾・柴田塾でフランス語や博物学を学んだのち,1874年 (明

1l r沖縄文化綸豪J(全 五巻)第二巻 民族編 1昭和 46年 6月 13日 初版発行 
“

者 大藤時彦・下川徹 平凡社
p26‐ 26
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治 7年)に 上京し,内務省御雇・博物館掛となる 母の死去にともない,鹿児島に戻

り同県の勧業課睦産係となる.82年に,農商務省から規那樹 (キ ニーネを取る)試植
の目的で沖縄

含費露度
命ぜられたのが,最初の沖縄行きとなつた この時の視察報告

が「沖縄県下先嶋廻覧意見書」で,以後 85年と87年の 2度にわたって八重山を訪れ

るが,人重山の島政改革の意見ががいれられず,86年に農商務省を辞職する 2度 日

の調査旅行では人重山におよそ 10ケ月滞在し,「 ノヽ重山群島急務意見書」や「人重山群

島物産繁殖ノロ途」などの報告書のほか,3度 目の調査のときにも「人重山住民ノ言語

及ヒ宗教」など地理・言語・民族・植物など数多くの論文や報告を,当 時の『東京人類

学雑誌』などの発表している.その報告や論文は,植物学者らしい客観的な叙述に貫

かれ,旧慣調査という実学段階から沖縄研究へ向かう明治期の研究史の過程を知るう

えでも興味深い 95年以後は台湾に移つている 享年70歳 長谷部言人の校訂で『沖

縄結縄考』(1945)が 出版されている 12

3.3.2 斎藤郁子著 「田代安定の学問 と資料」よ り

齋藤郁子著「田代安定の学問と資料」に田代安定の経歴・論文が詳しく纏められている

この論文の冒頭を引用する.

田代は明治十五年から沖縄に入りその地を調査したため,その調査rE録 は時期的に最

も早い段階のものであり,その研究業績の水準の高さは夙に知られている すでに田

代に関しては,多 くの人がその生涯,活動に注目し,言及している。田代の功績表彰記

念碑が建立された際に刊行された『田代安定翁』(永 山規矩雄 [編11930),雑誌『伝記』

に掲載された「隠れたる植物学者田代安定翁を語る」(松崎直校 1934),長 谷部言人が

校訂し出版した『沖縄結縄考』にある「田代安定についてJ(長谷部言人 1977[19451)

がある.田代の政策建議と思想については三木健「田代安定」(三木健 1974a)「 人重山

近代史の一考察」 (三木 1980b),「 田代安定と近代人重山一辺境のいわゆる“近代化 "を

めぐって―」(三木 1980b)等がある 民俗学方面の研究に関しては野口武徳「田代安

定」(野 口武徳 1980)があり,植物学研究の業績に関しては上野益三「田代安定の植物

学」(上野益三 1983)等がある.13

田代安定の論文・著作の一覧が最後にある 田代自身も「駐台三十年自序史J(年代不明)と い

う自叙伝を執筆している

3.3.3 『沖縄結縄考』の校訂者長谷部言人について

この『沖縄結縄考』は車稿の形で残されていたものを,長谷部言人が校訂して出版したものであ
る この校訂者の長谷部言人の略歴は以下のようである

12沖縄タイムス社「沖縄大百科事典J中巻  1983年 4月 30日 初版印刷  1983年 6月 30“ 初版発行 ,703
13「

沖 縄 文 化 研 究 132276‐ 322,200603‐ 21 法 政 大 学  NII綸 文 ID(NA:D)10006177696,NII書 誌
ID(NCID:ANllr13370X)(p275‐ 276)
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長谷部言人 はせべことんど (1882-1969)

解剖学者,人類学者,明治 15年東京に生まれる 東京帝国医科大学を卒業後,解割学

を専攻し,京都大学,新潟医学専門学校 (現新潟大学医学部),東北大学の助教授なら

びに教授を歴任した.1921-22年 (大正10-11)に ドイツに留学し,解剖学研究の

かたわら,R マルティンの指導の下に人類学を学んだ.27-29(昭和 2-4)には

数回にわたってミクロネシア人を調査.38年東京帝国大学教授となり,翌年理学部に

人類学科を創設,42年には北京で北京原人の調査を行つた 43年東京帝国大学を定年

退官し,44年東北帝国大学名誉教授となる.51-68年 (昭和26-43)日 本人類学会

会長を務め,53年 日本学士院会員となる

主として日本人の人類学をテーマとし,多 くの遺跡を発掘した 日本人の起源につい

て連続説 (移行説)を唱え,縄文時代人は現代日本人の直系の祖先であると主張した

この説は今日もその大筋は正しいと考えられている.著書「石器時代住民と現代日本

人」「明石市附近西人木最新新世前期堆積出土人類腰骨 (石 膏型)J「 日本民族の成立」

3.4 『沖縄結縄考』の成立について

ここでは,田代安定着 長谷部首人校訂『沖縄結縄考』に従い,結縄について述べることにする

この『沖縄結縄考』の成立について「田代安定の学問と資料」では次のように分析している

東京大学理学部資料室所蔵の「海南諸島調査書Jと 資料名の付された稿本類は非常に

興味深い この中の「沖縄県下諸島結縄算標本説明全」と「沖縄県下宮古列島結縄算

標本説明全」は『沖縄結縄考』で,片仮名を平仮名に変更するなど細かい変更はある

が,内容をほぼ忠実に起こしている。

「沖縄県下諸嶋数標字譜全」は『東京人類学雑誌』第七巻七十人号～第人巻七十九号
「沖縄県諸島記棟文字説明」と,同誌第人巻人二,人三,八五号「沖縄県記標文字説」
の元となった資料と推測される.だが,記標の説明は橋本にはほとんど無く,一方,紙
数に制約のある雑誌には記標の用例は抜枠して掲載されているので,こ の両方を併読

するのが望ましいと思われるものである.16

とあるあるように『沖縄結縄考』の「沖縄懸諸島結縄記標考 巻二」とあるのは『東京人類学雑

誌』第六巻六―,六二,六四,六五号に発表されたものと思われる 16

3.5 『沖縄結縄考』の結縄の定義

『沖縄結縄考』は上記からもわかるように,主に『東京人類学雑誌』に発表された論文を長谷部
言人が編集したものである.したがつて,その内容に多少違いがある。「結縄」についての定義とも

14日 本大百科全書 18 昭和 62年 11月 1日 初版第 1刷発行 小学館  p747151沖 縄 文 化 研 究 」32275‐322,2006‐ 0321 法 政 大 学  NII綸 文 lD(NAID)10C106177696,Nll
:D(NClD:AN003370X)(p293)

l。 「沖縄 文化 研 究」32275‐322,2006‐ 0321 法 政 大 学
:D(NCID:AN003370X)(p317)
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いえる部分は『沖縄結縄考』の冒頭部分と「沖縄懸諸島結縄記標考 巻二Jと される部分では結縄
の説明が違う部分がある

『沖縄結縄考』の冒頭部分では,

沖縄県諸島に於いては古来藁縄類を結んで算数に代用する一種の記棟あり。一般の方

言
境
之を総称して藁算と日う.其元質は単に藁縄のみに止まらずして成いは種々の革茎

藤蔓繊維木葉等を以てすることありと雖も平常専ら其資を藁縄に取るを以て此名あり,

此記標は文字と算術を識らぎる下等人民間にて公私の諸件を理する為に用ふるものに

して,成いは之を以て物品交換若しくは質買上の契約標と為すあり,成いは甲乙貸借

上の證状と為すあり,成いは収税の割賦標に代え成いは戸籍上の帳簿に代ふるあり 或
いは祭式祈願等の件に用うるあり 成いは募集品告示標と為すあり,或いは人夫使役其

他各種の懲戒標等に充ことありて,其使用の区城多端にして枚挙するに邊あらず.17

そして,実施しているところに言及している

現今之を実施する部分は,即ち沖縄列島 (近海附属諸島を総称す),官古列島,人重山

列島等にして,其の組織は各島皆一般の様式に依りて大同小異なりと雖も沖縄列島は

専ら之を算数契約募集標等の用に応じ,官古人重山の両列島は専ら之を収税上の徴標
に用い殊に人重山列島は其使用の区域著しく多端に亙ると党ゆ.18

としている.

「沖縄懸諸島結縄記標考 巻二」では

沖縄懸諸島結縄記標の各島に現用されて各島各村みな共結び形を興にし種類の厖雑な

ることは既に前編中に反復述ぶるが如し 而して沖縄島に於いては専ら之を算術上に

亙る緒件に対して日常の物品販売・貸借法其他収税上の諸掛引に使用し,ま た宮古列

島に於いては専ら収税上の帳簿並びに命令状の代わりとして同じく算数上の関係を以

て之を使用し,ま た人重山列島に於いては収税上に関する算数の外更に之を文面上の

諸件に用ひ精々象形文字の元質たるが如き資格を有し其用途の移多なるは遠く他島に

冠越せり 員pち前編並びに本編中に列載するもの過半人重山島に就いて其資を取れり

とあるように,主に「人重山島」の結縄についての説明である この人重山島では「会意格」と

田代が分類しその「第人種類」といわれる結縄の起源とも思われる内容を記録している.人重山島

における結縄が単に計算やその記録のみでなく「人重山列島に於いては収税上に関する算数の外更

に之を文面上の緒件に用ひ精々象形文字の元質たるが如き資格を有し其用途の移多なるは遠く他島

に冠越せり」とあるように,「象形文字」のような役割を果たしていることを述べている.こ の「象

形文字」のような役割としての結縄が「第人種類」といわれるものである

17田 代安定著 長谷部言人校訂『 沖縄結縄考』昭和 20年 7月
10田 代安定書 長谷椰言人校

“

「沖縄結縄考J昭和 20年 7月
20日 発行 隻徳社発行

20日 発行 姜徳社発行

年

年
２。

”

和

和

昭

昭

刷

刷

印

印

NH 輪 文 ID(NAID)lol106177696,Nll
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3。 6 社会的掟 としての結縄

3.6.1 第八種類

制札代用標

其― 科米要求格

説明  是は人重山群島諸村に於いて制札の代わりに古来使用せる記標中の一にして,

其元質は常に野葡萄蔓に藁縄等を附着したるものにて成る.之 を方言「カナグヅ」と

云う (意味未詳).之 を用ふるの場合は,例えば査に一薯圃あり,其位置郊外にして回

主も朝暮に往来して親ら之を監視すること能はずしてlXJ徒 の狼藉若しくは窃盗等を防

禦せんとするの際に在り 其方法たるや先ず一野葡萄蔓を適宜の長さに切り之に其日

指す
再鍵幣

量即ち米何表とか何とかたる目標を藁にて作りその蔓腹に附着して之を園

側の塔 柵若しくは樹枝に懸垂し置くなり 乃ち其意たるや,若 し何人にても此区内に

侵入して狼藉する者は主監者の見当たり次第披露して相当の所罰に行ふと云ふに在り.

故に同地方にては如斯慄品を懸垂したる場所には村民等容易に坊害を加ふる者なし 19

この「科米要求格」は「カナグゾ」のあるところの畑で窃盗を働いた場合は見つけ次第その理由

如何を問わず,こ こでの例では「米四表」を罰として取るとある

3.6.2 其二 告訴標格

この結縄があるときには訴えるという意思表示である

説明 是も前同一種類にしてただ其所罰の目途を異にするのみ 乃ち前條品は例へば

原告者と被告者と相対所分を為すに充つべき性質を帯び,本條品は之を懸垂せる区内

に狼藉者ある時本人に告げずして見当たり次第直に公衛 (旧 藩時代の例に依る)に訴

ふべしと云える意を示すものなり 故に菜固たり樹木仕立場たり何たり其目指す所の

区域内に懸垂し置くときは村民等長恐して妨害を加ふるものなし

此事は編者往年該標本を造らしめたる人重山島人より聞き得たる所にして其信疑クロ何

は未だに他の上民に諮詢するに追あらざりしと雖も,同人の言ふ所にては標本中に小

縄九筋を結束するときは官に被露すると云標印なり.併 しながら如何なる故にて九筋

を其標印と為すか同人も記憶ぜずと云 .々然れども予は此説を其儘盗に記載して後考

を侯つのみ 20

田代が聞き取った時点でもこの「会意格」としての結縄が失われつつあったことがわかる。話を

した人も記憶が定かでないといっているので,そのいわれについては不明である.

19田 代安定著 長谷部言人校訂 r沖縄結縄考J昭和 20年 7月 lo日 印刷
20田 代安定著 長谷部言人校訂『沖縄結縄考』昭和 20年 7月 10日 印刷

昭和 20年 7月 20日 発行 姜徳社発行 p38
昭和 20年 7月 20日 発行 美徳社発行  P40
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3.6.3 其三 拘引標格

説明 是も人重山群島に於いて時々使用する所にして前條両品と同じく見当り次第に

拘縛して撻撃の刑を加ふべしとの意を示すものにして,なお我が内地封建時代の刑則

に何々の罪科を犯せるものは拘留の上にて杖幾つの刑を申し付べき事と云ふに同じ 之

を用ふる場合の例を挙ぐれば,同諸島にては 儀 祭りの節時にあつて村民の郊外に出

遊し若しくは他村との往来するを禁止することあり.斯る際に臨み即ち比標本を其村

端着しくは四ツ辻の如き所に懸垂して広く村民を警徴する意を示す事あり,共意たる

や本日此制札標を示し置くに就いては若し誰にても此処を憚らず通行する者あるとき

は,何人たると問わず監守者無言にて其者を直に拘留し定規の刑罰に処すべきと云う

に在り 其他山林田畑の警徴標にも往々施用することあり 即ち第十図是なり 21

以上が 子会意格」としての結縄の役割であると考えられる

結縄の「制札代用標」として「科米要求格」「告訴標格J「拘引標格」の三種類の役割があるとし

ている

3.6.4 尻 長 縄 と しての結縄

注連縄としての尻長縄

尻長縄

脱明 是は沖縄緒島にて偉祭其他諸祈願事に関する際其村民等が平常崇信する所の神

祠村端及び民家の門上に掛け張るものにして即ち内地の所謂 「シメ」縄と同一種類な

り 同地方にては此縄を尻長縄と云う.是れ其縄の稔り先きを組の中腹より処々に出

してあるを以て尻の長き縄と云う意味なり 而して此藁の端末を出し垂るるには一法

規あり.即ち第十一図に示すがクロく縄の出日はみな七正三なる奇数の標準によれり.22

3.7 結縄の起源

結縄の起源に関しては,次のように述べている

其一 本編の主点なる比結縄記標は抑々土民の発明に因るものなるか若しくは他地よ

り輸入し来りしものか且は今の海南諸島民は何処より分族の来て比地に移住の根基を

開き其際に自国より此―異習俗を其身体と共に伴い来りしものか漫りに断定の下し難

しと雖も,編者が観察上より想像するときは恐らく上民の発明に出づるものならん な

んとなれば現今施用する所の比記標は其種類頗る鷹雑にして島々各制式を異にし (大

体大同小異なるも),部分に因ては之を用ふるの地と饉に一村落を隔つと雖も全く之を

用いざるのみならず蒙も其組織の如何を解せざるものありて唯各自の慣習に因るもの

田代安定着 長谷部言人校訂『沖縄結縄考』昭和20年 7月 10日 印刷 昭和20年 7月 20日 発行 贅徳社発行

22田代安定著 長谷部首人校「Tr沖縄結縄考』昭和20年 7月 10日印刷 昭和20年 7月 20日 発行 養徳社発行 p44
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の如 し 又編者が之を上民の発明に帰する所以のものは,必党海南諸島の人民たる我

が内地人等と同一系の黄色人種にして其天賦の知能は日本支那朝鮮其他亜細亜東方の

人民と大経庭なきを信ず.ただ他邦との交通未だ十分に開けざるを以て学問其他見関

上の知識に乏しきのみにして,甲 乙各自の脳力は別に区界を立つべからずものの如 し

田代は 「編者が観察上より想像するときは恐らく土民の発明に出づるものならん 」と述べてい

るように,沖縄諸島で発明されたのではないかとしている.

次に結縄を次のように分類 している

形象格 (事物の形態を模造 して理用するもの)成いは指示格 (形態の模造に関せず し

て其目指す所の事物に標格を定めて理用するもの),あるいは会意格 (形態と指標とに

関せず して高意を以て理用するもの)等ありて,是 より彼の蜂外文なるもの出でしな

らん 24

田代は結縄が文字の知らない人によつて発明されたとしている 沖縄の歴史を調べると沖縄に文

字が伝わったのは 13世紀とされている

十三世紀中葉,1265年 に禅鑑 という僧侶が日本から仏教とともに文字を沖縄にもたら

すことになる これが沖縄語 と文字との初めての接触であるのだが,実際に文字を活

11昌 [亀Iti[:ぁ璽隻雀象等星11ち嵯モlltll'11[11サ搬懲「11
まじゃくしの意味で,それは日本のひらがなであろうといわれている.25

田代は結縄が「文字と算術を賊らざる下等人民間にて公私の諸件を理する為に用ふるものJ20と

述べているが,沖縄が日本本土との関わりで登場するのは12世紀からである 沖縄で「其農民中
に真正文字を知らぎるもの多き原因は同島中占以来の禁字制度 (農 民)其他種々制度上に関係する

もの多端なれど,今精々憚る所あつて姦に述べず 」27と ぁる.

この田代が言う「禁宇制度」とは,

禁字含な
きんじれい 近世期,選inの思想によりおこなわれた文字の使用禁止令 “国

Iの 諄 "な どをはばかり,諸士が唐名,名乗,号 に同一文字を用いることを禁した

避講の対象は王のほか薩摩藩主,将軍,中国皇帝に及び,そ のほか不明な禁止文字も

含めると,近世期を通じ30～40種以上と推測される 1692年 (尚貞 24)久 米村の曹

益が王世孫 (尚益)の講を避けて曹きと改めたのが現在もつとも早い事例である しか

上t, 摩藩の命令で,王府独自で国禁として令達し,名乗の変更などを行わせたのは

棄正期 (1723～ 35)以後である 1725年 (尚敬 13),薩摩は王府に将軍の名乗を含む

吉宗などの5文字の使用禁止令を命じており,『系図座窺嚢帳』(1730)は 元祖尚円およ

び当代の王,さ らに王の4代上よ孫までの講の使用を禁じている.また,のちにぜな

発信曇「鶉鸞糀鼈悌醐鰤隋電
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も同様に禁 じた 禁止文字は対象となる人物の登場により追加され,その死によって

解かれた.家譜は収録人物の名乗,唐名の変更をしば しば記すが,その理由および変

更年月日を記さないものが多いため,対象がだれなのか不明なケースが多い 特に宗

の字などは 1725-1829年の百年以上も禁止され,こ の間,宗を名乗頭字に持つ武姓

を祟を,呉姓は保などを用いているが,初発の吉宗以後だれを対象としたのか不明で

ある なお,家譜の記載では禁上が解けてのち人名をもとにもどしたり,送 り名 した

ケースが多い (田 名真之)28

このように沖縄には文字が 13世紀になつて伝わつたことや禁宇令,薩摩藩の支配を受けていた

等で,結縄が明治時代まで残つていたと考えられる。なによりも,沖縄が沖縄本島,人重山列島,

宮古列島等の島であつたことと,その列島間の往来も島であるということから制限されていたこと

お金 il｀曇菫彙[12L贔 ,墨蓋暫省息落i;払せ][驚[i与糠鹿言曇雀量11:ムま異姦
7[]

をはばかり,諸士が唐名,名乗,号に同一文字を用いることを禁 じた」ことにあるのだが,田代の

文脈からはすべての文字の禁止と農民に対 して文字を教えないことのようにおもわれる.

3.8 沖縄の「筆算稽古所」

沖縄に文字が伝わったのは13世紀であるが,琉球三朝がその支配のために近世期,役人として
の職務に必要な知融を教えた機関として「筆算稽古所Jが ある.沖縄ではその学習を f筆算稽古J

といわれていた.

筆算稽古

近世期,役人としての職務に必要な文章法・書法,初等代数を中心とする算術などの

学習をさす 報告書・公文書の作成,租税などの出納事務に欠かせない技能であった

が,たんにそれだけにとどまらず,一般的教養の修得もそのなかに含めて理解されてい

た。士族たる者はいうにおよばず,百姓のなかで地方役人を志す者には不可欠の学習

とされ,首里王府の示達のなかでしばしば力脱されている

文書記録を重視する幕藩体制の一環に琉球が編成された以来生じた課題で,羽地朝秀
の摂政期 (1666‐ 73)か ら力説され,18世紀には通念として定着した 首里・那覇では

各種の教育機関,地方では筆算稽古所などで学習が行われたが,役人の定員外の使い走

り的業務に従事したり,役人の屋敷に奉公に出たりして実践的な学習を積み重ねたよ

うである.沖縄各地にその学習の跡を示す史料が残っている.く 高良 倉吉>

筆算稽占所

間切あるいは村に設置された学習塾.地方役人の養成のための文章法・書法,代数,一
般教養などを教授し,首里・那覇などの士族で地方に下つた者,あるいは地元の地方役

倉禁:質稔禁[Fち F鞍聡断織[麟お番11鉗『ξ踏害[警

28沖縄タイムス社 「沖縄大百科事典」中巻  1983年 4月 30日 初版印刷  1983年 5月 30日 初版発行  p91'920
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徒の勉強成果を在番・頭らに提出するならわしがあった (楊字という)設 置年代のか

ならずしも明らかでないが,18世紀中期以後ほぼ各地に置かれていたようである く

高良 倉吉>20

この筆算稽古所とは地方役人の養成機関であり,百姓から地方役人を目指すための機関であった

3.9 結縄の役割とその種類

田代の結縄の役割の分類は「指示格」と「会意格」である.こ れは漢字の造字法の「六書」=
「象形」「指事」「形成」「会意」「仮借」「転注Jからとつたと思われる

『説文解宇』巻十五上に「六書Jの定義がある

周確 人歳入小学 保氏教国子以六書 一日指事者 視而可戯察可見 上下是也

二日象形象形者 生成其物 随体詰朋日月是也 三日形成 形成者以事為 名取書相

成 江河是也 四日会意 会意者 比類合誼以見指偽 武信是也 五日転注 転注者

建類一首 同意相受考老是也 六日仮借 仮借者本無其自 依声託事 令長是也

附述に次のようにある

姦に編者が此結縄記標に就て会意指示等の態格を設け置くものは,彼の支那上代文字

即ち大小家の字格中にある資格を本標に借り移せしものにして,其 当否は自ら知ると

能はずと雖も,暫 く愚見の儘を述べ置きなほ他日訂校を加へんとす.30

とあるから明らかである

3.9.1 「六書」について

『説文解字』の「六書Jの定義は, 白川静『字統』のよれば次のような説明がある.

六書について

警驚P常常1呼 ?:｀瑠まぅ■くし1｀ら矢彗ということが説かれている.陣文制に指拳・
象形・形声。会意・転注・仮倍の六をあげ周礼,地官,保氏の [鄭司農注lに象形。会

意・転注・処事・仮借・諧声,ま た I漢書,芸文志〕に象形・象事。象意・象声・転注・

仮借の大をあげており,その名と順位は異なるが,実質みな同じである.こ のうち象形

は,[説文叙lに
「その物に畜 謝 し,機に随つて謡くっす 日月是なり」というように

絵画的な
南
法によるもので,最 も基本的な造宇法である 指事は「視て識る可く,察

して意を見はす 上下是なり」とあつて,場所的関係を指示するものであるが,上下・

本末のように一般化しうる性質のものをいう.会意は,象形的に独立する文字を複合

し,新 しい観念を示すもので,I説文制 に「類を露べ蓋 (義)を合わせ,以て指ムを寛

はす.武信是なり」という.

1瞥資多〔墓1賛寒蹴薔メ鱚麟F樹再島嵩硝峯i礁燐「首ユ:皐堀″
力
関踊ち0撃:し打虎:£‰

日
輩臨行メF2
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-中略―
『形菌とは,事を以て名と為 し,書 を取りて相成す 江河是なり」というもので,

事とはその属する範疇,書とは声符として他の字を借 りることである

仮借とは,字の本義のほ力ヽ こ,その音だけを借 りて用いるものであるから,いわば

文字の二次的使用法ともみられるものである [説文叙lに
「本その字無く,■に依 りて

事を託す 令長是な りJと いう

転注には異説が多いが,障文叙〕に「建類一首,同意相受く」と規定し,「 老考是な
り」という「建類一首」とは部首を建てる意で,こ れはいわゆる限定符的なもののほ

か,意符を主とする文字系列によって,字の構造をみようとするものであろう.31

3.9.2 結縄の役割

結縄の役割を「指示格Jと 「会意格」に分類している.

其一指示格  本格の性質は凡そ何にても其指示する所の事物に就いて之に応ずる標

号を設け置きそれに因りて物品交換たり租税割賦法たり之を会得せしむるに供するも
のなり.沖縄諸島にても随所に現存するものは過半この標格にして,専 ら算術上の諸

件に施用せり 即ち其一例を示せば左のクロし.

―中略―

其二会意格  本格の性質は凡そ何にしても共目的とする所の事物に就て之に応ずる

記号を設け置きて己の意を人に通じ人の意を自ら悟るやうにして言辞文書の用に充つ

るものなり,即 ち結縄記標の本元格にして支那上古結縄政社会の余風を存するものな

り 今こ2驚格に属するものは沖縄県諸島にても漸く減滅して僅力■こ八重山群島と他
の諸島中阪僻の村落中に現存するを見るのみ 同格の性質を理解し易からんがために

例́を示す

―中略―

右の如く会意格と指示格との区別ありて,之 を略言すれば甲格は多く言辞文章等の如

く意思を通ずるの性質を具し,乙格は専ら算術若しくは統計表等の如く眼前に現存す

る有形的の事に就て年算に代用すべき性質を有せり.32

田代は「会意格」の意思を伝達する結縄の役割が結縄の原型であろうとしている.文字の発明以

前の社会における情報の伝達方法として結縄があると考えることができる.

3.9.3 第一種類  表代表

恐らく,これが藁算としての結縄の原型であろう。

31白川静著『新tr字続』2004年 12月 15日 初版第 1■1 2005年 1月 15
32田 代安定著 長谷部首人校lr『 沖縄結縄考』昭和 20年 7月 lo日 印刷

pll‐ 12

日初版第 2刷  平凡社  p3‐ 4

昭和 20年 7月 20日 発行 養徳社発行
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表代標

説明  此は其目的とする所の事物に就て之に関係する人員の惣頭数を示すものにし

て,例 えば姦に年の凶饉の道ふありて其平常崇信する所の神祠に向ひ村中挙つて之に

祈祷を行ふことあり 其際に信徒の惣頭数を表せんがため此標本を以て他の尊物と共

に之を祠前に供薦するなり,其元質は多く藁茎を用ひて略々前條の算縄と同形態のも
のなり.即ち其茎類五十本ある時は二十人の信徒惣代標た為し百本ある時は百人の同

標と知るべし.其他又諸事の取引上にも時として使用することあり,例 えば姦に両村

相持ちの牧場ありとし其中に牛弐百頭乙村の牛三百五十頭あるとき両村共に其惣頭数

を表せんがため此標本を作りて互に示し合ひて証薇と為すことあり 然れども多くは

祈願事等の如き寓意上の資格に用ふるを常とす.故に此は会意指示両格を含める種類

に属す 即ち第一図是なり 33

この「表代標」とは数えた結果を一箇所を藁の一方の端で縛ってあるものである これが結縄の

原型であろう。

3.9.4 第二種類 点取記根

無文字社会における文書の役割
「点取記標Jと しての結縄は情報の伝達とその記録として無文字社会における文書の役割である

点取記標

説明 此は内地の手帳に於けるが女口き場合に向かつて文字と算術の用を兼ねて何事に

も備忘を表する為に用ふるものにして,此様式を以て或は人夫使役上に於てし或は村

民間の交際上に於てし或は民費募集の際に於てし或は物品の数量を記す等に用ふるこ

とあり

此記標は人重山群島に於て専ら使用する所にして他島にては用ふる事妙なし 而して

同群島にては物事の記憶留めにすると云う意を以て留算の方言あり.標本の造りやう

は人々各自の勝手に因りて一定の形態なし 成は一標本一事限りに用ふるあり或は一

標本中に種々の雑件を合併し置くものあり.34

情報の伝達とその記録としての結縄

其用途の雑多なるは略々前述の如くにして枚挙するに邊あらずと雖も,若 し之を人夫

使役に施用する例を挙ぐれば,例 えば姦に道路修繕の工事あり,其際に飛て人夫頭たる

者此標本を作り置きて之を自己の備忘録に供し人夫出役の度毎に之を一部づつ結び置

きて其星帳に代え,何某は幾度出役せり何某は出役の星点数他人より幾点程超越せる

を以て其民費出米の幾割を減じ又は後日の出役割り幾等を減じ免すべし又何業は屡々

出役を怠りて他人より幾点を欠けたるを以て後他の重役を帯ばしめて其不足を償選せ

しむべし等と,之 に依て或は人夫の動情を鑑別し或は其工事に使役せし惣人夫員数等

第3章 沖縄の結縄

を記するに供するものなり.凡そ貢租米穀の運送若しくは造船建築等の如き際皆此記

標法を用ふ 35

情報伝達としての結縄

この点取記標としての結縄は村落における情報伝達の役害」もある

若し又民費募集の際に於てするときは,其募集件を担任する者 (村下知役)此標本を

預け置き,例 えば之を戸数割にする時は何屋は米何升何屋は幾許と縄の結節数に因り

標印を附し置き之を布告廻状類の女口く家次持ち廻はじ等にすることあり Fpち何々事

件に付村費として一人前米何升づつ来る幾日限り村役所に差出有之度とか又は何月幾

日何祭に付一戸毎に焼酎何合野菜何斤づつ差出有之度とか何にても臨時の用に充つる

ことあり 而して其意を表するにはただ何合とか何升とか何斤とか云へる標点を附し

たる見本を用ふるのみにて,其他の事柄は之を廻附するものが口演に止まるのみ.然
れども此募集に応ずる村民は平日の習慣力を以て是は何々の件の出し前,是は何品の

募集たる事迅速に了解するが女口し 36

3.9.5 第二種類 (八菫山島所用)人夫使役標

説明 是は指示会意の両格を兼ねて精々算標の方に近きものにして専ら人夫使役上に

用ふるものなり 例えば村中にて貫米運送若しくは道路修繕等の如き事ある節に村役

族記標を用ひて役夫の募集等を取扱へり 即ち第参図是なり 但し人重山群島に於いて

現用するものにして他島にては未だ日撃せず

図中藁縄の中腹所々に結束して左右に峡松肢の如く藁茎を排出するものは村中人員を

表示するものにして,その単直なる長飾はみな壮丁にして使役に堪ふべきものの記表

に属し,その茎腹を  形に結びたるは出役せしものにして,之 を一緒したるは一回

の出役標とし,二結したるは二回の出役,三結したるは三回の出役を標示するものに

して,即 ち出勤の点数を取るものなり 例へば何業は此工事に何回出役せり何業は未
だ一回も出役せず等を分つ為なり.

総て同諸島にては貢租たり使役役人たり其年齢を以て之を徴取するの例規ありて,男
女共に其丁年期を定め置き之に種々の区別を設けり。例えば病身者は此諸役を免れし

めて之に相応する他職を帯ばしむるとか女戸主には別に事情を掛酌して之を軽減する

ことありとか精々我が徹兵令の女口き趣を為せり 而して此丁年期は男女共に十五歳巳

上五十歳巳下にして此年期外は皆諸貢租出役を免れじむるものとす 其貢租は人頭割

にして出役は無賃銭の空役にして此出役の度数多寡に因りて税額割を増減することあ

り 97

35田 代安定書 長谷部言人校IT『沖縄結縄考』昭和 20年 7月 10日 印刷 昭和 20年 7月 20日 発行 養徳社発行
p16‐ 17

86田代安定著 長谷部首人校訂『 沖縄結縄考』昭和 20年 7月 10日 印刷 昭和 20年 7月 20日 発行 養徳社発行  p16
37田代安定著 長谷部言人校訂「沖口結縄考』昭和20年 7月 10日印刷 昭和20年 7月 20日 発行 養律社発行 p22

33日代安定著 長谷部書人校釘 r沖縄結縄考』昭和20年 7月 10日 印刷 昭和20年 7月 20日 発行 養徳社発行
34田代安定著 長谷部言人校訂 r沖縄結縄考』昭和20年 7月 10日印刷 昭和20年 7月 20日 発行 養徳社発行
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3.9.6 第四種類 (八重山島所用)年期類別標

年期類別標

説明 是は前の種類に関係せる丁年者と免税者とを区別する標本にして村事取締の役

を帯ぶる者之を用ひて貢租並に使役等を処置する等に供せる年数早見一覧表と称すべ

きものとす.即ち第四図是なり.但 し同じく人重山島に於て用ゆ,又官古島に焚ても稀

に用ふることあり

本群島中にては貢租の賦課法並びに人夫使役法共前條説のタロく午齢を以て其等級あを

分つの例規あり.是共徴税の組織人頭賦課率に依るを以てなり 此に所謂丁年とは十五

歳巳上五十歳巳下即ち三十五年間にして,其間を年齢の順序に因て上中下の三段に分

かち男女共に同例規を用ひて公役に充てり 其年齢割は左の如し.但 し是は総て平民

に施すの方法にして士族は又組織を異にせり

L男女自二十三歳至三十七歳

中男女自三十人歳至五十歳

下男女十五歳至二十二歳

下々男十四歳巳下但し下々女なるもの別になし

又十五歳未満のものと二十一歳巳上の者は男女共に総て免役者に属す.但 し男子は十

五歳巳下のものを下々人夫に充て諸工役を帯ばしむることあり 此下々人夫は大抵一

人を五分即ち半人と見徴し武人を以て壮丁一人の用に充つ

右の年齢割りに準じて男女共に租税の等差を分けてり 且本島の貢租は総て現穀納に

して男子は専ら穀物のみを納め,女子は反布を以て穀物に代へ其反布の寸尺を以て穀

量何斗何升と云ふに充つ.共税額等割の如きは事項頗る繁雑に亙れば此に略す 其徴

税の方法は全島皆同一にして毎村の総代役員其事務を負担す 而して右條の藁縄記標

を用ふることあり 即ち第四図是なり.

3.9.7 第五種類 集会期標

集会期標

説明  此は村中にて何か吟味事成は村吏より言渡し事でもある時にその村中の人民

を総て集会せしむることあり 其節に比標本を造り置きて其集会人員の満決を見るこ

とあり 即ち第二図是なり 且八重山群島にて専ら之を使用せり.

3.9.8 第六種類 収穫分配期約標

収穫分配期約標

説明  此は地主と小作人と共収穫物を分配するの期約を結び置き之を双方の結約証

に用ふるものにして,例 えば整に一の地主ありて一農民に小作せしめ置き其収横の際

28                  第 3章 沖縄の結縄                                 29

必ず双方立会の上に於いてするなり 而して其節某田畑の苅収高は幾丸幾束 (後 に解

あり)な りと地主先ず此標本を作 りしるし置き小作人もまた如斯するの後其収穫高を

通計して,此 内幾丸幾束は地主に収むべきものとし又幾許は小作人に遺 し与ふべきも

のと定むることあり.即ち第六図是なり,

3.9.9 第七種類  貢布割賦期標

貢布割賦期標

説明  此は人重山群島に於いて年々の貫布を課する際に当たりて之を命令書に代え

て其丁年女子中に下渡す記標に用ふるものなり

此丁年女子中にはそれぞれ組合を設け置きて其一組に此記標壱個づ をヽ以てする場合

もあり.共組合とは例えば髪に二人の丁年女子あり,此二名は前条第四種類の部に延ベ

し如く年齢に準じて各自若千の反布を賦課するものと見傲し,何某は何布何尋某は何々

と村役所より賦課するに臨み比三名が一組中の女子なる時は其貢額を一標本中に列記

して共組頭たるべきものにこれを下附するは,他の組下の両名にも示し合ひ三名中に

て其便宜に因リー人は専ら機抒の業を担任し一人は績糸の事を預リー人は何々の事を

引受くるが如くして便宜を計り悉皆調整の上二人の名目を以て之を村役所に納むるな

り 而して村史が之を領受するには先年下附せし記標と引合せ,某は何尋某は何尺の

見積りを以て其年の貢役を結了せしむるの例にして共節の標本は即ち第七図なり 38

以上が人重山群島で行われていた「結縄」の種類であるが,その結縄の役割は文字の知らない農

民に対し支配者側からの文書による通知に代わるものである.結縄は計算の記録であると同時にそ

の社会の規範を示したものである

3.10 須藤利―「沖縄のわらざん」

3.10.1 「沖縄のわらぎん―八重山を中心として」について

須藤は 「沖縄のわらざん一人重山を中心として」の冒頭で

昭和十四年に出版 された『安藤教授還暦記念論文集』の中に,私は沖縄の数記号「す

うちうま」に関する拙文を載せていただき,その冒頭で次のように述べた

沖縄の結縄「藁算」 (先 島では「ばらさん」,本島では 「わらざに」「わらざい」の呼称

がある)及び数記号 「す うちうまJこ の名称は本島先島を通 じて行われている。与那国

島には「かいだあ宇」という独特の記号がある)は ,島津の琉球入り後の政治的・経済

的変革の下に,主 として,島津治下には じまる定期地割制度に伴 う煩瑣な税法に連関

して,一そうひろく庶民の間にその使用が布行 し,以後 日常生活上の必須な手段とし

て永く行われ,明 治二十六年の土地整理完了と,地租制度の確立を契機 として,従 来

38田代安定著 長谷部言人校釘『 沖縄結縄考』昭和 20年 7月 10日 印刷 昭和 20年 7月 20日 発行 養徳社発行
p24‐ 32
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の村落共同体の,除々の崩壊に伴つて,漸次衰減したものである 従つて,今 日 (昭和

十四年現在)では,各地の古老の, うすれゆく記憶中に,辛 うじて回顧される遺物と

なっているのであるが,直接・間接に納税事務に関係して私用された藁算中には,ま
だその使用が生き延びている例がないわけではない.例 えば,御岳に毎年奉納する氏

子算がある 豊年を祈り,氏子の無事息災を願う春祭や,収穫を感謝する秋祭に,部

燿含全思」傍籠督i鳥馨l量瞥F態密鶴譲 濯甘視或

`試

絣
したところである 39

と述べている この論文は「『南方上俗』 (第二巻第二号及び第四巻第二号 昭和17年 )に発表

した「わらざん―琉球の結縄を骨子とし,その後の調査研究の結果を加味した.」 とあり,金崎丈

夫博士古希記念委員会編『日本民族と南方文化』 (昭和 40年)所収とある

須藤利―は「わら算」は「島津治下にはじまる定期地割制度に伴う煩瑣な税法に連関して,一そ

うひろく庶民間にその使用が布行し,以後日常生活_Lの必須な手段として永く行われ,明治三十六

年の土地整理完了と地租制度の確立を契機として,従来の村落共同体の徐々の崩壊に伴つて漸次衰

減したものである と述べているように「わら算」は島津の琉球支配の中で発展したと考えている
「氏子算」については,その後も残るであろうとしているが「琉球における算術の研究 (1)一わ

ら算 (結縄算)一」で「現存するわら算 (氏子算)」 としての記述があり,これは1980年である

田代安定は,結縄の第人種類として「制札代用標」で「其一科米要求格J「其二告訴標格J「 其三

拘引標格」という「会意格」(言辞文章等のクロく意思を通ずるの性質を具し)が あるとしている

須藤利一は f沖縄での結縄で数量には関係のないサンがある.よ く知られているように,これは

魔除けまたはタプー (通行禁止,立入禁止)を示すに用いるものである.J41と 述べているが, こ

の「サンJの起源と「わら算」との関係は次のようであったと考えられる

「沖縄文化綸叢」 (全五巻)第二巻民族編 I 昭和 46年 5月 13 日初版発行 平凡社  p308‐ p309

(結縄算)一 」 琉球大学教育学部紀要第二部 (24)

日初版発行 平凡社  ,310

40金城,松栄,小 田切,忠人 r琉球における算術の研究 (1)一わら算
1‐ 9   1980-12
11「沖縄文化綸叢」 (全五巻)第二巻民族編 I 昭和 46年 5月 13

第4章 沖縄の間切と開拓者・御嶽信仰

4.1 村落 (間切)の始まり

沖縄諸島には,無人島に開拓者として先駆者が移住した経過がある。それは,次のような経過を

辿ったとされる

沖縄で現在字と称せられる村落は明治四十年 (1907)の 「沖縄県及島嶼町村制Jの施

行までは村と称えられていた。現在の村は間切,郡は地方と唱えられていて,こ れが,

沖縄旧来の唱え方であった そして村 (現在の字)は ,自 然に発達した村落で,肯か

らの ‐つの基本的社会共同体であつた 1

そして,

農村部落は最初耕地を求めて居所を定めた先駆者を中心に,その血縁者が漸次一つの

集落をつくり,同様の集落が近接して出来,時を経てこれ等幾つかの集落が相接合し

て一つの村落を形成したものと考えられる 2

4.2 御嶽について

この村落の特徴には「御嶽」信仰がある。

琉球の村落の発生は,土地の肥沃,」 生産物の豊焼,或は気候風土等の経済的条件及び

地理的条件に於いて適当なる土地が見つかると,先ずその近郊に於て良好な聖林,即
ち御嶽を選定し,部落はこの聖林の麓に構成されるのである そしてこの聖林なる御

嶽は村人の信仰の対象であると共に,村落に於ける一切の社会的活動はこれを中心と

して展開されるのである

斯かる新しい村落の構成は,古代においては少なくて一家族,多 くとも一門中 (村落の

単位をなす血族関係である)内の数家族に於いてなされたと思はれる.そ して最初に

村落を開拓し,倉J達 した家は,根所 nidukouru,又 は元所mutudukuru,大 元ufumutu,

大屋 ufuya等 と称され,後世如何に勢力あり又如何に多くの家族或いは門中の共住が

なされようとも,こ の根所としての門閥は決して他家及び他門中に議渡されたり,剥奪

されるようなことはなく,先 占者たる根所門中の宗家を通して代々継承されるのであ

r沖縄文化論叢」(全五巻)第二巻民族編 1比嘉春潮 「沖縄の村落組織」p137 昭和 46年 6月 13日 初版発行

'沖
縄文化綸叢」 (全五巻)第二巻民族編 1比嘉春潮 「沖縄の村落組織」p138 昭和 46年 5月 13日 初版発行
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る そしてこの根所は村落の草分けの家として,即 ち開拓者,創健者 としての名誉と

門閥とを確保するのみならず,その村落に於ける一切の宗教的,行政的主権をも掌握

するのである (こ の間の精 しい事情は季刊『宗教研究』第二巻第二号掲載の拙稿 「聖

林を中心とする古代琉球村落の発生」を参照されたい )3

然しながら斯かる根人 (nichu)の 政治的,行政的権力の掌握も,も つと原始的時代に於

いては必ず しも絶対的なものであり,最高のものではなかつたと思われるのである 特

に宗教的,祭祀方面にはこれ等根人の関与すべきものでなかった この祭rE上 の権利

は根人の姉或いは妹の中から選ばれたのであって,それを根神 niganと 称する 即ち

根所からは政治的,行政的主権者としての根人 と,宗教的,祭祀的主権者としての根

神との両者を出すことによって,根所の威厳を確保 したのである 吾々はここに村落

に於ける二重主権の時代を想起することが出来るのである。然 しながらもつと占代に

遡行するにつれて,兄妹 (或いは姉弟)に よる斯かる二重主権に先行する女主長によ

る独裁時代を想定することも決 して不可能ではないのである 即ち他の多くの母格的

民族に見られたと同様に,琉球に於いてもこれ等根神が,宗教的,祭祀的権利のみな

らず政治的,行政的権和Jを も合せ掌握 していたことを覗 うことができるのである 4

このように,沖縄では先駆的移住者の家族とその一族が間中を構成 し,その家族,門中の無事息

災,豊作等を願つて「御嶽」を祀る この先駆的移住者の家族は,根人とよばれ,その集落の創健

者として「開拓者,創健者としての名誉と門閥とを確保するのみならず,その村落に於ける一切の

宗教的,行政的主権をも掌握する」ものとなる

そして祭祀的権利はその門中の根人の姉妹がその役割を担 うのである.

私は村落を政治的,宗教的単位としていた時代に於ける根所に,村落の政治的,宗教的

主権の存在を認め,ユつ根神,根人なる二重主権の所在地であるこの根所を中心とし

て,本i落 に於ける一切の社会的活動が展開されたことを主張 したいのである。そして

またこの根神,根人による二重主権に先行するものとして,根神の独裁女主長の時代

を古代琉球の中に想定せんとするのである そ してこの二つの主権,即 ち政治的主権

は独裁女主長としての根神の手から根人,按司,国王へと次第に移穣 されて行き,宗
教 的 主権 は根 神 か ら ノ ロ (こ のノロは現在琉球の各村に見るノロとは異なる,それ らは後代の聞得大

君の下級神官としてのノロであつて,こ こにいふ接司時代に於ける祭IB的主権者としてのノロと1■異なるも

のであることに注意された0ヽ ),関得大君へと譲渡されて行った琉球の歴史を,その社会

的変革と共に把握したいと思うのである_6

3「 沖縄文化論叢J(全五巻)第二巻民族籠 I鳥越憲二郎 「古代琉球村落に於ける巫女組織」p215 昭和 46年 12月
23日 初版発行 平凡社

4「 沖縄文化論叢」 (全五巻)第二巻民族編 [鳥越憲二郎 「古代琉球村落に於ける巫女組織J p215‐ 216 昭和 46年 12
月 23日 初版発行 平凡社

6「 沖縄文化論機J(全五巻)第二巻民族編Ⅱ 鳥越憲二郎 「古代琉球村落に於ける巫女組織」p217 昭和 46年 12月
23日 初販発行 平凡社
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4。3 与那国島の御嶽・年中行事

「御嶽Jを与那国島から見ることにする。これは「沖縄県立博物館総合調査報告書 Ⅵ―与那国

島―.51-63,1989」 の大城學「与那国島の祭場と儀礼」による

4.3.1 与那国島の御嶽・ 拝所

口〕 ウガン

与那国島では,御嶽のことをウガン (ガ行は鼻濁音)と いう ウガンは島内に13ある.

① トヤマウガン,②ティウガン,③ トウマイウガン,④ヌックウガン,⑤ ウヤパルウ

ガン,⑥アラガウガン,⑦ナウンウガン,③ トウグルウガン,⑨ディティグウガン,⑩
クプラウガン,①ンディウガン,⑫ ンダンクガン,⑬ ウラヌウガン,で ある このう

ち,ウヤパルウガンをカロえずに総数 12と する考え方や文献もあるが,ウ ガンと名称が

ついている以上, ウガンのひとつとみなさなければならない.ウヤパルウガンは,後
述するように,航海安全を祈願する<旅御嶽>と しての機能を有しているのである

与那国島にある御嶽は,『琉球国由来記』(1713年 )に記載されていない 人重山の他の

島々の御嶽は記載されているのに,なぜ,与那国島の御嶽だけが記載されなかったの

か,今後大いに検討しなければならない.

与那国島の各御嶽にはスバカ (側司)がいて, トウヤマウガンには,ウプカ (大司)が
いる.いずれもツカサ (神女,司 )である また,各御嶽に関わる祭祀集団はダマシン

カという グマはヤマで,御嶽のことである.6

-中略―

121 トウニ (マ チリトウニ)

トウニは,旧暦 10月 以後の庚・申の日から25日 間にわたっておこなわれる祭り<カ

ンプナカ>の拝所である (祭 りの内容については,後述参照。)ト ウニは,宗家,本家

を意味するくトウニムトウ>と 同義語である 7

くカンプナカ>の拝所はトウニ (マ チツトウニ)と いわれ,ク プラマチ トウニ,ウ ラマチリトウ

ニ,ンディマチリトウニ,ンマガマヌイ トウニ,ンマナガツイ トウニ,ンダンマチリトウニ,大俣

家のトウニ,与那原家の トウニ,祖納家の トウニ,後間家のトウニ,島仲家のトウニがある.

131ビ ディリ

ピディリイは,霊石を祀る信仰習俗 (人 重山では屋敷神,田畑の神,牧場の神を祀る)

のくピジュル>と 同義語である 8

ビディリの場所として,ハイナ名 ティラクンス アガイハマティ,ヌ ンカ (野底),ナンタ (渡

多港),ク ンマ,ナ ンタハマ (波多浜),ンマバナ (馬鼻),ンマナガ (島 仲),ムムタバル (ツじ田

原),フ ランダ クプラ (久部良)ビディリ,ク プラ (久部良)バ リ

:諄縄員綿霧路目套糧喜: Ⅷ
=こ
鷲目麓

=:l[:li:::糧
鷲圏鷺3策君i議iti炎機章 :::

3沖縄県立博物館総合田査報告書 VE 与郡国島一 ,51-63,1989「 与郡国島の祭場と儀礼」大城 學  p56
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以上が,与那国島の祭場である

次に 「年中行事」について見ることにする

4。4 与那国島の年中行事

与那国島の年中行事は25あ る

① 祖納の年中行事を主にまとめたものである

② 行事は旧暦の日付である.

③ 毎月 1日 と15日 に,十山御嶽において酒,塩,花米を献恨して,ツカサが村人の

健康祈願と豊作祈願をする ただし,その日が丑の日か西の日に当たると,祈願は翌

日行われる.

④ 祖納では,8月 のハチガチマチリで1年の祭りが始まり,6月 のウガンフトウティ

で 1年の祭りが終了する,と いう考え方が基本的であるが,本格では 1月 から月順に

整理してみた

その年中行事は次のようである

(1)旧正月の願い,(2)ウチニンアイ (牛の願い),(3)ニ ガチマチリ (2月 祭り),(4)
タナンドウリ (種子取祭),(5)カ ドウムメン (2月 初庚の日,物忌み祭,虫害雑草などの稲の生

育に忌み嫌い,豊作を祈願する。),(6)イ スカバイ (4月 1日 .衣裳替祭),(7) ツサバムメン

(3月 壬・亥の日 草物忌み.),(8)フ ームヌン (4月 初庚・未の日,穂物忌み),(9) ドウム

ヌムヌン (5月 初巳・亥の日.物忌み),(10)ア ミウリ (6月 .稲の収穫が完了したので,雨 も

降ってよいとの祈願),(11)ウ ガンフトウティ (豊年祭)前夜の願い,(12)ウ ガンフトウティ

(豊年祭,収穫祭),(13)ウ ガンフトウティ翌日の願い (■年祭が終了したことを各御嶽の神に伝

える.),(14)ア ラミディ (8月 の初壬の日,水害,洪水を防ぐための祈頂),(15)ディパルバ

ライ (8月 アラミディの前3日 ,その後に行う 田畑への治水祈願である ),(16)シ シの順い

(8月 己・亥の日 獅子頭に祈願する 己・亥の日に,つ まり60日 ごとに年 6回行う 9月 の己・

亥の日には村人総出で,獅子頭を先頭に集落内の災厄・悪魔祓いをし,最後にナンタ浜にて災厄・

悪霊を海に送り出す ),(17)ハチガチマチリ (8月 祭り この 1年間の健康祈願をする),(18)
アラガ トタガビ (8月 島に慈雨を降らせ,田畑の整地が順調に行われるようにとの祈願を野底

ビディリで行う),(19)ウ チニンアイ (8月 初・甲の日 牛の繁盛祈願。東牧場で行う),(20)

ダティグヌイ (8月 の戌の日 島の東部にある屋手久の頂上で航海安全を祈願する。),(21) ド

ウメガイ (9月 富貴・豊作祈願),(22)ンティ (9月 の初己・亥の日に行う.節祭り,災厄や悪

霊祓いを目的にする その日はンパと称する葛を家の柱や庭の樹木に結わえておく),(23)イ
スカバイ (10月 1日  衣裳替祭り,(24) トウンディ (新暦 12月 22,23日 頃 冬至.十山御嶽で

健康祈願を行う.),(25)カ ンプナガ (10月 以後の庚・申の日から始まり,25日 間にわたって行

われる

その他,ク プラマチリ,ウ ラマチリ,ンディマチリ,ウ ンマナガマチリ,ンダンマチリがある.9
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以上が与那国島の祭りであるが,これは聞き取り調査をしたものであると思われる 最後に3名

の名前をあげ,謝辞を述べている この総合調査報告書は1989年のものであり,2014年現在はど

のようになっているかは,現地調査をしなければ不明である しかし,こ の年代まで,上記のよう

な祭りが民間において行われていたのである

鎌田久子の「神願いにささえられて」には,その祭りと思われる様子が22枚の写真と共に述べ

られている 10

4.4.1 御嶽 。年中行事 と結縄 とのかかわ り

この御嶽,拝所において「表代標」として結縄が行われていたと推測される

田代安定は『沖縄結縄考Jで次のように述べている.

此は其目的とする所の事物に就て之に関係する人員の惣頭数を示すものにして,例

えば姦に年の凶饉の道ふありて其平常崇信する所の神祠に向ひ村中挙つて之に祈祷を

行ふことあり,共際に信徒の惣頭数を表せんがため此標本を以て他の尊物と共に之を

祠前に供薦するなり,其元質は多く藁茎を用ひて略々前條の算縄と同形態のものなり

即ち其茎類五十本ある時は二十人の信徒惣代標た為し百本ある時は百人の同様と知る
べし. 11

「琉球における算術の研究 (1)一わら算 (結縄算)一」の「3.現存するわら算 (氏子算)」

では次のように述べている

須藤が彼の著,「 沖縄の数学」で,「 氏子算は,伝統形式を尊重する祭事に関するものだ

けに,まわりの文化の変貌ないし進展のうちにあつて,生 き延びる可能性のあること

は不思醸はないJと 述べているように,氏子算完全に昔のままのものは少なくなつた

ようだが,形式的なものだけは今後も継承されるものと思われる.

図2は,本部町宇辺名地のシヌグイ祭で,神前にささげられた昔ながらの「氏予算」で

ある

このサンは部落の全人口 (長男の家族の場合は他郷ににあるものもすべて含む)を 2つ

の班に分け,各戸毎に人数を縄で編んだものである.

現在は各戸から米一合とそれに家族人数分の各一合を徴収し,そ の米で神酒をつくり,

氏子の健康と部落の発展を祈願するために神へ奉納するとのことである 12

1980年 頃までは氏子算」は実際に行われていたのである

10「沖縄文化綸叢j全五巻 第二巻 民俗綱Π 昭和 46年 12月 23日 初版発行 p276-284
11田代安定著 長谷部書人校訂『 沖縄結縄考』昭和 20年 7月 10日 印■ll 昭和 20年 7月 20日 発行 養徳社発行
12金城松栄 。小田切忠人  「碗球における算術の研究 (1)一わら算 (結縄算)一」琉球大学教育学部紀要

(24):19,198● 12 http://[lib u wuttu acjP/halldl● /123456789/12370 写真は省略

第二部
。沖縄県立博物館総合調査IR告書 Ⅷ―与那国島一 ,51-63,1989「 与那国島の祭場と儀ネし」大城 學  p51-61



ト
で
ハ

第 4章 沖縄の間切 と開拓者・御嶽信仰                        36

4.5 沖縄の「筆算稽古所」

沖縄に文字が伝わつたのは 13世紀とされているが,琉球王朝がその支配のために近世期,役人

としての職務に必要な知識を教えた機関として「筆算稽古所」がある 沖縄ではその学習を「筆算

稽古」といわれていた

筆算稽古

近世期,役人としての職務に必要な文章法・書法,初等代数を中心とする算術などの

学習をさす 報告書・公文書の作成,租税などの出納事務に欠かせない技能であつた

が,たんにそれだけにとどまらず,一般的教養の修得もそのなかに含めて理解されてい

た 士族たる者はいうにおよばず,百姓のなかで地方役人を志す者には不可欠の学習

とされ,首里王府の示達のなかで しばしば力説されている

文書記録を重視する幕藩体制の一環に琉球が編成された以来生 じた課題で,羽地朝秀

の摂政期 (1666‐ 73)か ら力説され,18世紀には通念 として定着した 首里・那覇では

各種の教育機関,地方では筆算稽古所などで学習が行われたが,役人の定員外の使い走

り的業務に従事 したり,役人の屋敷に奉公に出た りして実践的な学習を積み重ねたよ

うである.沖縄各地にその学習の跡を示す史料が残つている.く 高良 倉吉>

筆算稽古所

門切あるいは村に設置された学習塾.地方役人の養成のための文章法・書法,代数, 一

般教養などを教授 し,首里・那覇などの士族で地方に下つた者,あるいは地元の地方役

倉事だ貸】を[:よちF輔聡鯛織[鰍∬lyま『ざ踏普[警
徒の勉強成果を在番・頭らに提出するならわ しがあった (楊字とい う)設 置年代のか

ならず しも明らかでないが,18世紀中期以後ほぼ各地に置かれていたようである く

高良 倉吉>13

この筆算稽古所とは地方役人の養成機関であり,百姓から地方役人を目指すための機関であつた

琉球王府の役人は「筆者Jと 呼ばれた

筆者 ひっしゃ

首里王府の諸役所の史員のこと,中取,大屋子など呼び方は異なるが, 一類のものであ

る 諸座諸蔵では定員があるので,た くさんの無禄士族をその役につけるために, 1

年または 2年で交替させる.ただし,定役といつて役所によつて無年期のところもあ

る そ ういう役所の筆者になるために,仮筆
常しこザ

筆者,建筆者,加勢筆者など倒幡

で,こ れも定員があるが,永年無給で働いて星功を重ね,ついに定役か,または心付

役になる.農
絆

が平士の道である.「 御扶持方定」によつて,扶持米を渡される 多い

のは御書院 当 の米五石・雑石三石,少ないのは絵師の米二石・雑石一石がある。一人

扶持 (一 日五合),二人扶持,半身扶持をもらうものもいる 古くは文子と呼ばれた

→旅役く渡口真清>14

13沖縄タイムズ社編集  `沖縄大百科事典 下巻」
14沖縄タイムズ社編集  r沖縄大百科事典 下巻 ,

30日 初版印刷  1983年 5月 30日 初版発行
30日 初版印刷  1983年 5月 30日 初版発行

年

年
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与那国島では,「 カイダーディ (宇)Jと称される象形文字の一種が使用されていた 沖縄諸島で

は農民に文字を教えることを禁じていたので,わ ら算が税金の表示に用いられたように,文字の代

わりに象形文字の一種である「カイダー字」が生まれた この fカ イダー宇」についての記録が,

笹森儀助著『南嶋探験』にある.

5,1 笹森儀助著『南崎探験』

5.1.1 笹森儀助について

笹森儀助について「沖縄大百科事典Jか ら見ることにする.

笹森儀助 ささもり ぎすけ 1845年 1月 25日 ～1915年 9月 29日 (弘化 2～大正 4)

青森県津軽藩士で,明治20年代に国内をはじめ,千島や沖縄などの辺境を探検,と く

にその熱烈な憂国の至情とリアルな観察眼で書かれた『南嶋探験』は後世,南島研究

の不朽の名著となつた.津軽藩士の子として弘前に生まれる.1870年 (明 治3)弘前藩

庁の租税掛を拝命し,37歳で中津軽部長を辞するまで役人生活をおくった そのご士

族授産事業のため農牧社を倉」立し,以後 10年間,旧津軽藩の岩木山麓常盤野に大農場

を建設のため粉骨砕身努力する。しかし,当時の松方デフレ政策のあおりなどを受け

て事業はうまくゆかず,彼の日は政治に向かう。だが,も ともと同郷の陸掲南の国家

思想に共鳴していた笹森は,党利党略に明け暮れる政治にも失望し,ま ず民間の実況

を調査し,国力の実際を自分の日で確かめようと探検旅行を始める すなわち91年の

東京から鹿児島まで 70日 間にわたる国内旅行,翌 92年の千島探検,そ して93年の南

島探検がそれである.と くに南島探検は同年の 5月 10日 ～■月 8日 までの6カ 月に

わたり,その踏査した地域も沖縄本島から官古・石垣・西表・与那国の各地に及んで

いる.南島探検の目的も,辺境の人びとの実情を見,あわせて精業の将来性を視察す

ることにあつたが,官古 。人重山で見た人びとの生活は,人頭税制下の旧慣のもとで

貧困とマラリヤの風土病に呻吟する姿であつた この現実を実に生き生きと, しかも

痛債をもつて書き記している その資料的価値の高さと相まって,の ちの南島研究の

導火線ともなった 南島探検後,94年 8月 ～98年 8月 まで奄美大島の島司をつとめ,

辞職後朝鮮,シベリヤ旅行をし,晩年には青森市長もつとめた 大島の島司時代には

『捨島状況録』の記録を残している しかし,晩年は不遇で,故郷の弘前で波乱多きそ

の生涯を閉じた.享年70歳 1

f沖縄大百科事典」中巻  1983年 4月 30日 初版発行 沖縄タイムス社  p202



ヽ

Ｃ

（

第 5章 カイダー字について

笹森儀助の生涯については,『 南嶋探験』2の東喜望の 「解説」を参照されたい 2

5。1.2 『 南嶋探験』の通用字符

『南嶋探験』の「一 石垣島再訪 人月二十二日 晴 ノヽ十九度人分」に次のようにある

原文はカタカナ表記であるが,かな表記に改める

塁きに
息響目

嶋巡遊の際
ちl埠

にて得たる与那国象形文字,当蔵元吏員 (人 重山嶋石垣

士族)若文子 (役名),上江州由恭氏の訂正を得て霙に掲ぐ

小山内氏云う 今与那国の契文を見るに結縄の后,進 て象形を持ちいたるものと知る
べし 【我が皇国にも1草を結びて用をなさせし時代あるは『玉勝間』に見ゆ 該嶋人,

今に結縄・象形 (六書の一)・ 指事 (?上)の文字を用ゆ.上古の遺風知るべきなり

倉基
影r[番麟脅F麟 群 鰹 彗警貫停;蹴 」ittL懲 彙LII

抑 又,皇化の遠きに及びたる旧証をも知るべき事,実 に珍奇と云うべし ここに一

言す

与那国嶋祖納村仲里屋真武奈書該嶋人通用宇書取

本書之通用相違無之候也

験定   明治二十六年人月二十二日

若文子上江州由恭 印3

2笹森儀助著『南嶋探験』2 「解説」p361-377 1983年 12月 19日 初版第 1刷発行 平凡社東洋文庫 428
3笹森儀助著『南嶋探験』21983年 12月 19日 初版第 1刷発行 平凡社東洋文庫 428p47

第 5章 カイダー字について

与那国嶋適用宇符 14

4笹森儀助著『南嶋探験」2 1983年 12月 19日 初版第 1刷発行 平凡社東洋文庫42848‐ 49
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与那国嶋通用字符 26

5。2 結縄・藁算の特徴

「結縄 (藁算)」 は,中国や台湾の少数民族にも残されている.

その特徴は,その多くの民族は固有の文字を持たない場合が多い また人口が少ない少数民族が

多い,それゆえ文明の影響があまり及ばない雲南省やチベット高原の海抜 1000mか ら3K100mの 高

原地帯に居住し,他の民族との交流が限られている.いまだに,封建的制度が残存し,文明の影響
が少ない所に結縄が残存している傾向がある

日本では,その報告を最初に田代安定が報告した.田代は1882年 (明 治 15年)4月 ,規那樹の

試植のため人重山諾島を訪れた そこで「結縄 (藁算)」 を目撃した 「沖縄結縄考」には次のよう

に記されている。

十五年四月農商務省より 沖縄県下出張申付けられ,西 ヶ原農事試験場温室に育養中

の規那樹苗百五十本を携えて,人童山諾島に誠植したが,会々参事院議官尾崎二郎氏

沖縄県庁に来着,請 うて共先島 (富古,人重山)諸島回航班に加わりて同諸島を経歴

し,此時初めて結縄記録を目撃した.6

田代は明治15年に規那樹の機はのため人重山諸島に出張し,そ こで「結縄」を目撃した。規那樹

の樹皮から採れるキニーネはマラリアの特効薬としてしられている

5。3 何ゆえ,沖縄に規那樹を試植したのか?

当時,人重山諸島ではマラリアが流行 していた このマラリアの特効薬の元になる「規那樹」を

植樹することで,マラリアに対抗 しようとしたと思われる.

マラリア 原生動物の住血奉仕胞子虫類に属するマラリア原虫によつて起る病気

「症状」 人類に寄生する三日熱原虫,四 日熱原虫,熱帯熱原虫などのほか,猿・

鳥などの野生動物に寄生するマラリア原虫もある.主 としてハマグラカによって媒介

され,蚊の胃の中で有性生殖を営み,吸血にさいして蚊の唾液腺から人体に入つた原虫

は無性生殖を繰 り返 して,肝臓などの毛細血管の内皮細胞や赤血球などに侵入 し,特
有の周期的な熱発作,貧血,膊臓の腫れなどの症状を起こす かつて日本全上で知ら

れたマラリアは良性の三日熱原虫によるもので,古 くから<おこり>と 呼ばれていた.

「流行の歴史J

沖縄にマラィ、ス蛮とlつから流行するようになったかは明らかではないが,1530年
(尚清 4)ごろ,西 表 島近くで難破 したオランダ船の乗組員によつて持ち込まれたとす

る日碑伝説がある ともあれ,1732年 (尚敬 20)琉球王府が人重山の沃野に目をつけ,

6笹森儀助著『南嶋探験』2 1983年 12月 19日 初版第 1刷発行 平几社東洋文庫42848-49
。田代安定著 長谷部言人技訂 「沖縄話縄考」1977年 2月 25日 第一刷発行 発行所 至言社 発売元 ぺ りかん社

(p2)
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く人重山開拓寄人政策 >な る移民事業を始め (人重山開拓),既存部落の分割・強制移

住・未開地での開拓村の創設とい う人口移動が続けられたころから, しだいに人重山

ま糞li撃警急iふ亀:量t[ド義髪真ξ美「量督警量美警撃言
'装

』[11:F警億
すでに人重山群島の各部落にく風気>ま たはく人重山ヤキー>と 呼ばれる熟病が蔓延

していることが知られたが,当時風気なる熟病がマラリアだけだつたのか,フ ィラリ

ヤなどの類似の熱発性伝染病も混同されていたかは判然としない。この風気が主とし

てマラリアに,よ るものであることは,1894年 (明 治27年 )三浦守治らによつて明ら

かにされ,やがて三日熱,四 日熱および熱帯熱マラリアなど3種のマラリアの存在も

確33さ れた

「防過の歴史」

1896年 ,県当局は三浦らの調査結果に基づいて有病地住民にキニーネを配布して

患者治療に当たらせたが,キニーネの投薬は普及せず,対象部落も2,3に とどまり,つ
いに 1913年には廃上のやむなきにいたった しかしながら,マ ラリアが人重山か開発

の最大の障壁であるとして結束した官民有志によって,17年 マラリア撲滅期成会が組

織され,防過事業の実施を求める陳情が県当局になされた.21年 (大正 10)12月 ,マ
ラリア予防班事務所が開設され,翌年 1月 から防過作業が開始される そして,26年
にはさらに県の「マラリア防遇規則」が制定され,本格的な予防事業が開始される

人重山群島の人口とマラリア罹患状況

年  度 群 島人 口 患者数

1922           23,548           1,172

1942           35,273             930

1945          31,671        16,884

このようなマラリア防過事業初期から太平洋戦争勃発にいたるおよそ20年間の罹

患状況をみると,群島人口はわず力ヽ こ増えているものの,患者数はおよそ llX10人 ,罹
患率はおよそ 3～5%のあいだであって,著 しい変動はみられない.防過事業は一進一

退の状態にあつたことがうかがわれる それが,大平洋戦争の余波を受けて島々の人

口

`:澪

攣
し,生活環境が激変するに及んで,ノ 重ヽ山のマラリアは再び全群島にわたつ

て狙猥をきわめることになる。この戦時中のマラリアは官古群島・i■縄群島にも及び,

それぞれ戦後まで被害をもたらしたが,人重山群島の流行は最も激しく,45年 (昭和

20年)には罹患者数 1万 6884人 (人 口比51%),死 亡者は3674人 を数えた。これは

人重山では戦争による犠牲者よりもはるかに多い.政府終戦直後,人重山に進駐した

米国海軍軍政府は 105万錠のアテプリンを提供し,同群島医師会員による臨時マラリ

ア診療所の活動を助成し対策に乗り出した。次いで,マ ラリア防過事業は人重山群島

政府に移され,ハマダラカの調査,DDTなど,に よる部落周辺のあらゆる水域に対す

る水面散布 (幼 虫対策),家畜・畜舎内散布 (成 虫対策),部落周辺鍬m以内の藪の

代採などの蚊族対策,患者治療,有病地住民や出入りする住民すべてにたいする予防

内服など,原 虫対策が徹底して行われる.平時ではとても考えられないほど強力な条

例が施行され,当 時の衛生部長大浜信資の陣頭指揮の下,技術者,事務員はいうに及

人口比 (%)

479

263

5131
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ばず,すべての成人男女が一丸となって防過作業に献身したことは人重山の歴史に輝

く一大社会運動として特筆に値する

人重山群島全住民の心血を注いだマラリア防過事業が功を奏して,年間患者発生数
がわずか17人 (1949)と なり,このまま進めば数年の内にマラリア根絶が実現される

と思われるころ,新たな事態が発生して流行が再燃する すなわち,外地引揚者によ

る人口の増大,朝鮮戦争勃発にともなって強行された米軍基地拡張,農地の接収,既
存部落の強制立ち退きなどの難題を抱えた琉球政府が,列島内移住政策を進めるため

に沖縄本島や宮古島から人重山郡島内の残存有病地に移民を送り込んだ結果,感受性
の強い入権者が次々に罹患し,流行は他の部落に波及していつた.1951年から再燃の

兆しを見せ始めたマラリアはその後急激に増大し,56,7年に至つてついに再び 1000人

を超す大流行となる.マ ラリアの再爆発という事態を重く見た米国民政府は57年,米
4K16医学総合研究所 (東京)の昆虫学者ウィラー博士を招き,実施踏査の結果に基づ

くくウィラー計画>を受けて,防過方法を根本的に変革して 3年間の根絶計画を立案
した それは,WHOが 協力に推進するDDT屋内残留噴霧を主体とするもので,そ の

′
効果は翌年から現れ,発病者は著しく減少し,62年には患者発生ゼロという人重山始

まって以来待ち望まれたくマラリア根絶の暁>を迎えるにいたる.(吉 円朝啓)7

ただし,WHoの厳格な規定による「マラリア終息宣言Jは まだ得られていない

田代安定は「規那樹苗百五十本Jの試植のために沖縄を訪問したが,その訪問した際に「結縄

(藁算)」 を目撃し報告書を書いたのであった。

5。4 琉球王国の人重山の開拓

伊波普獣著「占琉球」「民謡に現われたる人重山の開拓」には次の様にある

慶長以後の琉球の政治家はいずれも人重山諸島に目を付けていた これ即ち島津氏に

対する自分のおいめを軽くせんがために,財源を人重山に求めようとしたのである さ

てある時期の間旧琉球政府の
小
重山開拓が着々歩を進めていたことは左に掲げる人重

山の人口増減表を一告したら能くわかる.
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o1761(宝暦 11)

o 1771 (ワロ春18)

o 1775 (プそラk4)

o1786(天明 6)

● 1791 (りここセ3)

● 1798 (3L可支10)

o 1803 (11オ 13)

0 1810 (文 化 7)

o1818(文政 1)

● 1824 (3を巧女7)

●1834(天保 5)

o1844(弘化 1)

o1851(嘉永 4)

●1854(安政 1)

01862(文久 2)

0 1873 (明 治 6)

01893(明 治 26)

o 1897 (明 治 30)

● 1902 (り弓訥台35)

26792

27242

18119

16075

16538

15957

15858

15533

15253

14091

14591

12758

13383

11216

11324

11926

15100

16200

16900

0(年代)

● 1∞7(慶長 12)

o1651(慶安 4)

o 1675 (働〔ロヒ3)

●1684(貞 亨 1)

o 1737 (元 文 2)

o 1753 (宝暦 3)

(人 口)

5500

5200

5316

6287

19352

26285

不精密な統計であるが, これで大体は窺われると思 う。この表によると,島津氏の琉

球入 りの頃には,人 重山の人口は五千五百人 しかいなかった事が知れる それから七 ,

八十年の間は大 した増減 も無かったが,元文年間には一躍 して一万九千三百五十二人

となり明和年間には二万七千二百四十二人に達 している。そうして俄に減少 して一万

人千百十九人とな り,漸次減少 して明治に至つたのである.今試みに人重山の記録を

調べてみると,そ の一低一昂の理由がほぼ明らかになる 記録の語る所によれば,琉
球入 りの後,暫 らくの間は大和在藩と称 して薩摩の役人が九年交代で人重山に滞在 し

たとのことだから,島津氏の方でも人重山という沃土には夙に目を付けていとがわか

る 琉球の方では生徳年間から宝層年間にかけて,こ の有病地を開拓して数個の新村

を建てた これ皆茶涅の治世中に起つたことである 試みに,新村建設の二,三の例

を挙げてみると,生徳三年には波照間の方から三百余人を石垣島に移 して白保村を建

てた 享保十七年には黒島の人民四百余人を石垣島の川平村の属地野底に移 して野底

議馨:逸lll室翠1躍雛蹴鴛鰤菫ili慇朧
なる名蔵村に移し,名蔵村の人民八十七人を合わせて六百人となして一カ村を建てた。

宝暦五年には波照間の人民二百八十余人を西表に移し,西表古見二村の間の崎山とい

7f沖 縄大百科事典 (下 巻)J編集 沖縄大百科事典刊行事務局 発行人
4月 30日 初版印刷  1983年 5月 30日 初版発行  p534‐ p535

比嘉敬 発行所 沖縄タイムス社  1983年
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う所に鹿川網取を基礎として崎山村を建てた その外にも多くの新村を建てた 建て

るごとに石垣島の無病地やその付近の島々から強制的に人民を移住させた.はっきり

したことはいえないが,貞事二年から元文二年に至る五十一年間に,一 万三千人も増

加 したのを見ると,沖縄本島からも移住民があつたのではなかろうかと疑われる 8

5。 5 「沖縄学の父」伊波普獣について

伊波普猷については,「 沖縄大百科事典」に次のようにある.

1786/3/15-1947/7/9(明 治 9から昭和 22)

言語。文学・歴史・民族などを総合した沖縄研究の創始者,啓蒙的社会思想家 那覇西

村の士族の家に父普済,母マツルの長男として生まれる 実弟に伊波月城 (普成)力 :

いる

生涯 その生涯は,近代沖縄の激動期に重なり,時代の要請にこたえていかに沖縄を

発見し,生 くべきかの学問的・実践的課題の追求に費やされた 1891年 (明 治 24)沖

縄県尋常中学校入学.5年生のとき,児玉喜人校長の沖縄にたいする差別などに抗議し

て排斥運動をおこし (尋常中学ストライキ事件),指導者の―人として1895年 11月

退学処分となる このころからく侮蔑された同胞>救済のために努力する決心を固め

る (『古琉球』序文)後 年の一連の啓蒙活動はこうした体験の延長線上にあるともい

えよう.政治家を志して1896年 上京,明治義会尋常中学校に入学,4年間の浪人生活
ののち,1900年 第三高等学校 (現京都大学教養部)に入学,当 時は歴史家志望であつ

たが,在学中言語学に志望が変わり,1903年東京帝国大学文学科言語学専修 (現東京

大学文学部)に入学 同期に橋本進吉,一期下に金田一京助らがいた またそのころ

中学の恩師田島利二郎からおもろの講義をうけ,「 琉球語研究資料」を譲渡される 二

高時代から郷里の新聞などに投稿して注目されていたが,お もろ研究を基礎として本

格的に沖縄研究に取り組む.

1906年に卒業後,帰郷 そこで直面したのは,琉球処分以来の<沖縄の歴史>湮滅

政策のもとで,文化的・精神的に自信喪失した同胞の姿であり,思想的状況であつた

それは伊波が一個の郷土研究家として立つことを許さず,やがて現実打開の使命感か

ら多様な啓蒙活動にのりだすことになる.伊波は,郷土資料の発掘・収集,著述活動と

平行して,歴史・言語・宗教と多岐にわたる講演活動を展開する。沖縄の伝統文化は劣

性とされた当時の社会情勢の中では,画期的なことで,そ こに時代の転換期を担う伊

波の革新思想家としての役割があつたともいえよう.『古琉球』で展開されるく日琉同

社論>も ,こ のような社会的背景のなかから,<沖縄人>の人間としての尊厳を回復

する根拠として提示された く抗議の学>と いう性格をもつものでであった 活動は

沖縄図書館設立運動などにひろがり,沖縄人自らによる沖縄の文化的個性の再発見を

めざすものとなる.大正期に入るとさらに沖縄組合教会,子供の会,沖縄各地に講演

行脚して民族衛生運動へ広がって,民衆の政治的自党をよびかけ,民衆政治論を展開

した『古琉球の政治』『孤島苦の琉球史』『琉球の五偉人』などは,この時代の民本主
8伊波普猷著 外間守善校訂 f古琉球」21100年 12月 15日 第 1鳥J発 行 岩波文庫 岩波書店  p323325
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義者としての伊波の思想を如実に示 している.1925年 (大 正 14), こうした活動に終

止符を打って上京

以後,在野の学者 として沖縄研究に専念する。このく街頭から書斎 >の転換の背景

には,大正末期から顕著になった経済的窮乏 (ソ テツ地獄)と い う現実の前に, 自ら

をかけた啓蒙運動が有効ではなかったという挫折感があったといえよう

5.6 沖縄の歴史の特徴

沖縄が本州との関係で歴史に登場するのは,13世紀のことである

5.6.1 時代区分 三山時代

。察度

●1372年  中山王・察度,明の洪武帝の要請に応え初めての進貢を行う

o1392年   久米三十六世が来琉

o武寧

o1396年  察度の子・武事が中山王となる

o1404年   武寧の冊封 (初の冊封)シ ャム船と交易行う (日 )勘合貿易開始

o1406年  左敷按罰・尚巴志,武事を滅ぼす 父・思紹が即位し第一尚氏王朝始まる (明 )鄭
和の大航海

・ 思紹

o1416年   尚巴志,北山国を滅ぼす.

o1419年   シャムヘ交易船を派遣

。1427年   国 相・懐機の主導で首里城の外苑と龍 渾 を造営

o尚 巴志

● 1428年  中山門 (国門)を造営 パ レンバンヘ交易船を派遣

● 1429年  尚巴志,南山国を滅ばし,三 山を統一する。

● 1430年  ジャワヘ交易船を派遣

o1436年   明から大統暦を下賜される.

o尚忠

o1441年   (日 )島津忠国,鴛莉義級から琉球を賜つたとされる (嘉 占附庸)

(日 )南北朝合―
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・ 尚忠違

o1451年   (日 )細川勝元,琉球船の商品を兵庫で押留する

・       懐機,海中道路「長虹堤」と長寿寺を造営

o尚金福

・ 尚泰久

o1453年 志魯・布里の乱おこり首里城全焼 翌年, 尚策:ズ 即位

●1458年 芳郡 薬の鐘を鋳造 証糧先t tti為莉の乱おこる.

o 1463年   マラッカヘ交易船を派遣    (日 )応 仁の乱

・ 尚徳

o1466年 尚徳,喜界島に遠征 泊地頭職を設置

o1469年 尚徳死去後,ク ーデーターおこり,跡継ぎを殺害して王族を追放

.尚円

o1470年 金丸が尚円と改名 して,第二尚氏王朝をおこす (1472年 に冊封)

●1476年 尚円死去.翌年尚宣威即位後半年で退位 尚真即位。(1479年 に冊封)(日 )戦国時

代突入

・ 尚真

o1481年 室町幕府に派遣した紋船が薩摩国に到着

o1490年 パタニに交易船を派遣

o1492年 円党寺建立

o15∞ 年 人重山でオヤケアカハチの乱おこる.

●1501年 玉 陵造営

01502年 円鑑池と経堂を建立

ob∞ 年 ハチマチ (冠 )と 管 の色による身分制度を定める。  (朝 )三甫の乱

●1519年 園比屋武御嶽と弁ケ嶽の石門を造営

・ 尚清

o1522年 真珠道を造営し,真玉橋を架橋

●1531年  『おもろさうし』第一巻を編集    (日 ) 鉄砲伝来
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o1546年  首里城東南の城壁増強

01554年 屋良座森城を造営

(日 )桶狭間の戦

・ 尚元

● 1570年  島津氏,島津の印判を持たない商船 との交易不許可を要求   (日 )室町幕府

滅亡

o1588年  島津義久,豊臣秀吉の命を受け,大和僧を琉球服属交渉の為に派遣   (日 )本
能寺の変

o尚寧

。1589年  豊臣秀吉に対して,天龍寺僧桃庵を琉球の使者として派遣 (日 )秀 吉天下統一

o1591年  明へ日本軍勢の動向を通報 島津義久,琉球に兵糧と金銀の負担求める。(日 ・朝)

文禄の役

o1593年  要求された朝鮮出兵の負担の大部分を調達 (日 )太閣検地

o1598年  明へ豊臣秀吉の死去を急報  (日・朝)慶長の役

o1602年 徳川家康,伊連領に漂着した琉球人を島津家久に送選させる (日 )関が原の戦い

o1604年 島津義久,家康の返礼の使者を派遣するように琉球に求める  (日 )江戸幕府
開く

ol∞5年 野国総官が中国から甘諸 (サ ツマイモ)を持ち帰る.

●1606年 島津家久,家康に大島出兵の許可を願い許される

o16119年  島津氏が琉球に出兵.首里城占拠され,講和条約結ばれる

o1610年  尚寧,島津家久とともに政府城で家康に謁見.薩摩,琉球検地を開始.

●1611年  『掟十五カ条』令連.尚寧,起請文に署名し帰国 儀間真常木綿を移入 (日 )武
家諸法度

o1613年  薩摩へ年頭使を派遣 (1634年から定例化 1872年まで袖0『おもろそうし』二巻編集

(清)後金建国

・ 尚豊

o1617年  日本風の髪型・衣装禁 じられる.(日 )欧船来航を平戸・長崎に制限

o1622年  弁財天堂造営

o1623年  儀間真常,黒構を製造.『 おもろそうし』三巻以下編集

o1624年  人重山キリシタン事件
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●1627年 首里城に南殿を設置

o1631年 薩摩藩の在藩奉行駐在はじまる

o1634年 佐敷,王子朝益,二条城で徳り|1家光に謁見 (謝思使・J臓使の始まり)

(日 )参勤交代制

o1635年 砂糖・鬱金の専売制を開始. (日 )島原の乱

・ 尚賢

01636年 饉摩の命により中山王号を国司と改称. (朝)北京陥落

・

““

年 琉球使節,島津光久に率いられて日光参詣.

o尚質

。1647年 南明の勅使船来航

o1649年 清の使者が来航

●1650年 羽地朝秀『中山正創 を著す

●1653年 明の崚金銀印・詔動を清に返還

01654年 清との朝貫貿易始まる

o1659年 宮古・人重山の貫布賦課法制定  (日 )伊逮騒動

。1660年 首里城消失

●1664年 北谷・恵祖事件

●1666年 羽地朝秀,摂政に就任

・ 尚貞

●1669年 薩摩,仕明 (新 しく開饉した農地の永代所右を認め,開量を奨励する)を許可

o1671年 首里城再建

o1673年 久米村に孔子廟建立   (清)三藩の乱

o1684年 官生 (中国への留学生制度復活

●1689年  系図座設置  (日 )生類憐みの令

o1697年  『歴代宝案』第一編集

o1701年 奈鐸『中山世静Jを著す  (日 )元禄赤穂事件

●1707年 瑳讐前『矢議肩箋』を出版
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・ 尚益

o1709年  ■年の大飢饉.首里城消失

o17H年  『混効験集』編集 (日 )正徳の治

・ 尚敬

o1712年  首里城再建

o1713年  『壇球日由来記』編集

●1718年 久米村に明倫堂を創建  (日 )享保の改革

。1719年 二城朝菫,組踊りを初演 評価事件おこる.

o1725年  禁温『中山正静』を改定  士族が諸職に就くことを許可

o1728年  官古。人重山に家僣編集を計可

●1731年  『琉球国旧記』を編集

01732年  『位階整』『御教案』を発布

◆1733年 進貢船の新航路発見

o1734年  『農務帳』発布.友寄・平敷屋事件

●1735年 葉温,羽地大川を改修.『間切公事帳』発布

o1736年 景文濾『四本堂家礼J(清 )『明史』完成

01737年  乾隆検地始まる (175Cl年まで)

●1745年 郎乗哲『球購』を編集

・ 尚穆

o1756年 清,改めて琉球国王印を下賜

o1759年  久米島に天后官建立

01768年  大地震.首里城などに被告

o1771年  明和の大津波

o1772年  本島で疫病大流行.

●1786年  『琉球科律』『糾明法条』『姜奨条例』制定

・ 尚温
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●1798年 中城御段に公学校所設置 官生騒動

o1801年 公学校所,龍諄ほとりに移転し国学と改称

・ 尚成

01804年 中国福州の柔遠駅 (琉球館)失火により全焼

・ 尚こう

o1816年 英軍艦アルセスト号・ライラ号来航   (日 )外国船打払令

。1825年 飢饉による死者多数

o1828年 尚こう王の病につき,瞳子・尚育が摂政となる.

o1832年  『新集科律』制定.餓死,疫病死多数

・ 尚育

o1837年  国学に文廟を建立

。1838年 冊封の余剰金を各間切の状況に応じて分配  (清 )アヘン戦争

●1842年 南京条約締結により,福州が開港場となる.

●1844年 仏軍艦アルクメーヌ号来航.宣教師フォルカード那覇に逗留  (日 )天保の改革

o1846年 英宣教師ベッテルハイム那覇に上陸 (九年間滞在) (清 )太平天国の乱

・ 尚泰

01851年 ジョン万次郎糸満に上陸 (豊 見城に半年間滞在)

o1852年 石垣島でロパート・パウン号事件

o1853年 ペリー来航 ペリーー行首里城を強制訪問

o1854年 露軍艦来航 ボード事件.琉米修好条約締結.官古島で疫病流行  (日 )ペ リー

来航

●1855年 琉仏修好条約締結. ―向宗法難事件  (清) アロー戦争

o1857年 市来四郎,島津斉彬の密命 (蒸気船購入など)をおびて来流

●1858年 市来四郎ら,仏人から軍艦購入の交渉成立するも,斉彬の急死で破棄

●1859年 琉蘭修好条約締結.牧志・恩河事件

●1861年 文替り (1865年 までに6回行われる)(日 )安政の大獄

●1862年 薩摩,牧志朝忠の送還を通達.牧志朝忠自殺
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o1866年  英国商船,竹富沖で座礁 尚泰王の冊封 (最後の冊封)(日 )桜田門外の変

o1868年  明治改元の大政官令,琉球に到着  (日 ) 大政奉還

o1871年  官古島民が台湾に漂着し先住民に殺害される

o1872年  維新慶賀使上京.琉球藩設置され,尚泰王は華族に列せられる.

政府,尚泰へ東京藩邸を下賜.最後の年頭使派遣 (日 )成長戦争

01873年  東京藩邸に親方一人の在勤命じられる  (日 )廃藩置県

●1874年 最後の進貫船派遣  (日 )台湾出兵

●1875年 琉球処分官・松田道之来流.清との国交停止,藩王上京の命令伝える

。1876年  幸地朝常ら密書を携えて清に亡命 (日 )西南戦争

o1877年  一向宗法難事件

●1878年 松田,伊藤博文に「琉球処分案」を提出

・ 沖縄県

01879年  二月,尚泰王首里城を明け渡す 四月,沖縄県を設置0

9著者  JCC出 版部 r綸で解る義球王国 歴史と人物J2011年 8月 1日 第 1刷発行 2011年 9月 9日 第 2刷発行
」CC出版 (株式会社ジェインーシー)p158-161
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大型船の下賜も含まれていたのであり,こ のときから琉球国の海上活動は 気に拡大していくこと

になる.

尚泰久の政府機構整備・仏教保護政策も,尚真の集権体制の形成も,琉球国の海上活動による富
の蓄積と経済的繁栄を背景に行われているのである 琉球の船が,日本へ来航するようになつた最

初は,1403年 (応永 10・ 永楽 1)であるが,そのことで室町幕府との関係も頻繁になっていった

琉球は,明国を中心とする東アジア諸国の国際間のネットワークの上で存分に活躍し,国家の繁栄
を得ていったのである

しかし,明 王朝の衰退,お よび1567年 (永禄 10・ 隆慶 1)に 中国沿岸部の人々に開海禁して以
後,彼 らが東南アジア諸国.諸地域に直接出向くようになり,琉球国の海上活動はまったく衰退し

てゆき,琉球国の財政は極端に痢乏化することになる。(p6)

明I朝の衰退に見られる東アジア世界の歴史的転換は,日 本列島における歴史の転換もその一部
として含むものであった 日本列島ではこの時期,戦国時代から統一政権の成立の時期に当たって

おり,最終的には徳川家康の覇権が成立し,徳川幕府が成立するのであるが,こ の過程は,古代・

中世的な荘園制を最終的に解体し,本百姓 (小農民)を社会的基礎とし,兵農分離,石高制を国家
編成の原理としてもつ非常に強固な政権の成立過程であり,それまでと違う新しい国家が成立した
のである いわゆる日本近世国家 (幕藩制国家)の成立である (pe7)
徳り|1政権は,秀吉政権の対外政策を受け継ぎ,その初期においては中国との間での働合の復活を

望んでいた そのためにもつとも有力な手がかりとして選ばれたのが琉球を介しての復活交渉で

あった 交渉が具体的に動き始めたのが 1∞4年 (慶長 9・ 万暦 32)の 琉球船の仙台漂着事件から
であるが,こ の後の交渉の実現の手立ては薩摩藩に託され,島津家久が琉球に徳り|1家康の意向を実

現させるために働きかけを強化する.

まず漂着船保護の御礼の使者を琉球に求めたのであるが,琉球はこれになかなか答えようとはし

なかった このため交渉はこじれ,ついには徳川家康の許可の下で薩摩藩の武力侵攻となり,尚寧
を強制的に家康・秀忠に面会させるということに到る この後,薩摩藩は中国との交渉に,琉球か

らの使者として派遣された馬良弼 (名護親方良豊)を利用し,日本の要求を三点にわたって伝えよ

うとしたが成功せず,逆 に中国王朝は警戒感を強め,琉球に対して10年間は進貢を受け付けない

旨伝えてきたのである 島津家久が徳川家康の意向を受けて行つた日本と中国の関係回復の活動は

まったく失敗に帰したのであり,勘合の復活は実現しなかったばかりでなく,琉球の進貢も頓挫さ
せてしまったのである。(p7)

しかし,他方では徳川政権は,琉球の仕置きを島津家久に任せる旨の黒印状を出しており,近世
日本の国制のなかで沖縄琉球は島津氏の統治下に置かれ,その「附庸」という形になるのである.

尚寧王は島津氏の家臣として位置づけられたのであり,こ のための施策として,島津氏は起請文を

作成させ,諸方令を出して政治的な規制を行い,そ して検地を実施して琉球の石高を決定し知行高
目録を出した しかし,中国への進貢と冊封を受けることについては停止することなく継続を認め

たので,尚寧は他方では中山王 (琉球国王)であり続けたのである

近世日本は琉球の仕置きを島津氏に任せたが,国制をはみ出し,藤摩や幕府の支配では包みきれ

ないものをもつ領城を抱え込んでしまったのである。この点は漂着船の送還問題や,その後展開す

る琉球貿易に関係するとともに,幕末期の外国船来航による日本の開国問題が生ずるに及ぶと複雑

な面を見せている (p7‐ 8)
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ここで,梅木哲人著「新琉球国の歴史」から沖縄の歴史の評価を見ることにする.

6.1 序論 琉球国の成立・展開・終焉

6.1.1 琉球国家の特徴

琉球の国家については,その成立のしかたからいくつか特徴的なことを指摘することができる

ひとつは,船の航海体制を地上に移したものであるとすれば,政治は慣習法的な形で行われてい

たのではないかということである.沖縄琉球では律令や式目などの国家の基本法に相当するような

ものが生み出されておらず,社会編成の原理の存在についても明確ではない このことは近世にな

り,薩摩藩統治下で,沖縄琉球国をどのように運営するかという問題に対して,向像賢とそれを継

承した葉温の政治に影を落としている.(p4)

もうひとつは,土地に対する私有制が成立していないということである 日本本州を中心にした

地域では,律令制成立の当初から「戸」による耕作が行われており,古代末期には荘園制 〈荘園公

領制)が成立し,土地に対する私的支配が事実上信仰してゆき,歴史の展開とともにそれが,よ り

下の社会階層に移つてゆき,ついには本百姓といわれる土地に対して強い占有権を持つ農民が誕生

するにいたるのである 武士の社会の進展,封建領主 (大名)の成立は,こ れと運動した動きで

あった。

沖縄地域では土地制度として地割制が行われていたのであるが,これは土地の共有制である ま

ず村による土地占有があり,その後村人がそれを分けて持つ形の土地制度であつた このため個別

農民の土地の私的占有とそれの継承ということは発生しない構造であつたのである したがつて,

本州地域に見られる土地支配と主従関係を契機として封建社会への進化の契機を,沖縄琉球はまっ

たく持たない社会構造であつたのである.1

6.1.2 東アジアのなかの琉球国

琉球国は,大型グスク成立からまもなくして,1372年 (応安 5・ 文中 1,洪武5)浦添グスクの

察度が中国明朝に入貢し,次の武寧が中山王として冊封されたことで,以後,中国明朝との間で朝

貢冊封関係が維持され続けるのである 朝貢・冊封関係の中には,文化向上策としての明朝からの

'悔
木哲人著 r新琉球国の歴史J〔叢書・沖縄を知る〕法政大学沖縄文化研究所監修

法政大学出版局 (p4-p5)

2013年 3月 29日 初版第 1刷発行
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6.1.3 琉球国の 日本への統合

薩摩藩の武力侵攻の後,琉球国は大きく変化していくことになる
1666年 (寛文 6・ 康熙5)向象賢 (羽 地王子朝秀)が国相に任命され,ま ず政治の中枢部分とし

て評定所機構を構築した これは王の下に,摂政と三司官からなる評定所 〈上御座)と ,政府機
構の各部局の長官と次官からなる「十五人)(下御座)を設けるものであった.評定所機構は審議,

決済,伝達を確実に行うために筆者の制度 (書記局)も充実させた 琉球における丈書行政が隅々
に行き渡るようになつたのはこのときからである

しかしなんといっても大きな変化は,琉球の石高が設定されたことである.1611年 (慶長 16年・
万暦 39)九 月十日に「琉球国知行高目録」が島津家久から尚寧に示されたのである 石高は8万
9000石余で,五万石は王位蔵入れ,他は諸士知行とされた このときから石高にもとづいて薩摩
への上納 (本出米・諸出米)が行われるようになったのである
石高の設定は,上納もさることながら,琉球国政府の財政も石高に即した形に編成されるには,

履][総 :塁鷲獣i[禁::し,=翁憮 :盤U鞘濯:後後:芳こ難
いれられたことを知ることができる「代Jと は税率のことであるが,こ れをそれぞれの耕地によっ
て上げ下げすることで従来の税額を踏襲 した額の微収が行えるようにしたのである

このような徴税の仕方を f代懸かり」 (だ いがかり)と いう 先島においても,最初は 「代懸か
かり」行われていたのであるが,1636年 (寛文 13・ 崇禎 9)にキリシタン禁制の人数改が行われ
た後からは人間に対する課税に変えられたのである このような課税は 「頭懸か りJ(か しらがか
り ,ずがかり)と 呼ばれた 人頭税である 石高設定により沖縄では 「代懸かり」と「頭懸かり」
の二通りの税制が行われるようになったのである (p&9)

6.2 南島における国家形成

6.2.1 先史文化

先島地域の先史文化は,沖縄・奄美地域とはまつたく違う南アジア系の文化であるところから
「先島先史文化」 (先島先史時代)と して区別されている 前期に於いては下田原式上器,局部磨
製石斧などが知られ,後期には無土器・石蒸し調理・シャコガイ製石斧などの文化が見られるとい
う インドネシア・フィリピン・ポリネシアなどの文化につながる文化であるとされる.先島先史
文化は貝塚文化より少し遅く,今から41X10年 前頃にはじまっているとされる.11世紀になると,

こきゅの地域にも沖縄・奄美地域の交易社会の波が押し寄せてきて,カ ムイャキゃ石鍋棋倣土器が
見られるようになり,先島先史文化はやがてグスク文化に吸収されていったと考えられ」ている

グスク文化は,グスクと呼ばれる建造物が出現することが最大の特徴であるが,それと同時に,

人間の骨格が大きくなり日本本州人とあまり変わらなくなったということや,爆発的な人口増が
あつたという特徴が指摘されている 鉄器の製造や農業がはじまつたことも大きな特徴である。員
塚時代からグスク時代への変化は,南島におけるおおきな歴史的転換であつたのであり,国家形成
につながる動きとして重要な意味を持っているのである.(p13)
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6。3 近世の琉球国 (二 )

6.3.1 八重山と明和津波

後である二ヵ
"員

層曇晟?Fl発lal看[瞥黒貧詈3:整監1lTttl二『∫鷺:ti彎ス[霙,更奮瞥

り,首里の軍船の無事を祈願 した結果,無事に首里に帰着 した 首里政府は長田大夫を頭職に,真
乙姥を大阿母に任命 した.人重山における頭職 と神女の大阿母制はこうしてはじまったのである。
(p171-172)

人重山の村数の変化では,なんといっても 1771年 (明 和 8年・乾隆 36)に 起つた大津波の影響
は大きいい.津波によって多くの村が流失 し,その後も疫病の流行があり,人重山は惨状を呈した

戦 扇 選 驚 指 胎 盤 斃 ti鰐
鵠 ilT『

人重山の税制は,宮古島と同様に,「頭懸かり」税制 (人頭税)が行われていたことはょく知られ
ているところである 近世琉球では石高制の設定にともない,石高にもとづく納米・出米の徴税が
行われるようになったのは前述のとおりである。人重山でも最初は「代懸か り」税制が行われたの
であるが,1636年 (寛永 13・ 崇禎 9)に人重山にキリシタン禁上が実施された際に人数改めがあ
り,「頭懸かり」の税制に変更されたのである なぜ「頭懸かり」税制に変更されたのかは不明であ

島毬
'し

忙[[t環 泉1lit塊 負tli'蔦 ]島
なく布の上納が主となっていたのであり,これと

6.4 人頭税制度

と人重山分麗環累操Ξ畳[1ち奄過言:菓」t曇:3tで 1な iが

詳細に分析している 沖縄本島

嘲摩の琉球征服 (慶長十四年口6091尚寧 21年)後 における琉球の本社を『那覇市史』
によってみると,琉球王庁は米及び雑般の納額を各村の草高に割賦し,高一石に対す
る税率を定めている 即ち高一石に対し,田 はおよそ七斗五升六合から二斗一升まで,

畑は二斗五升から九合までとして,そ の間に一定の割合は表示されていない これを

.二
大浜債賢著臥菫山の人頭税」19■ 年■月15日 第1版第1刷発行 Ю譴年2月

“
日第1版第2刷発行 三一
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全体としてみると,本社の割合はおよそ四公六民に相当しているようである これを

[代〕といっている.

この税率は,当初は沖縄本島および両先島に適用されたいたが,寛永 14年 (1637)に
至り,琉球王庁は官古・人重山の人口を調査し,従来沖縄本島と同じく石高に割賦 し

ていた貢租を人頭に割り付けて徴収することに改めてしまった ここにおいて琉球の

本祖の体系は,沖縄本島の体系と両先島の体系との二つに分かれてしまった。この分

化がなぜであるかについては,現存する旧記が皆無で明らかでないが,両先島住民が

貢租のために塗炭の苦しみをなめることなった原因は,ま つたくこの時にはじまるの

である 3

6.5 人頭税の始まりと階級制度

大浜信資は人頭税は階級制度の確立の上に成り立つ税制であるとのことから,階級制度の確立の

年代を調査している.

人重山における士族・平民の階級制度が確立した年代は明らかではない 私は文献を

あさつたりあるいは大先輩喜舎場永IIJ先生や瀬名波長宣先生に教えを乞うたが,明確

なものをつかむにいたらなかった. しかし,だからといってこの問題をおろそかにで

きない。なぜならば,こ の階級制度は,人重山住民を治者と被治者に分解し,人頭税

制度薇立以後はさらに平民を奴隷的立場にまで追い込んでしまったからである

一中略―

喜舎場永詢,瀬名波長宣両先生のご意見によれば,過去において,お よそ平民は系図

はもちろんはじめは位牌もなかったのだから,人重山において系図制度ができた前後

を階級制度確立の年代とみるほかない, とのことである。もちろん階級制度は,それ

以前から存在したものと推定できるが,文献がないのだからつきとめることはできな

い しかし系図制度確立以降は士族・平民の階級制度が存在していたことは間違いな

い.と ころでこの系図制度が人重山で施行されたのは1732年 (享保 17)であつて,今
からおよそ237年前である.と ころがそれ以後にはじめて人重山に士族・平民の階級

ができたと仮定すると,非常に矛盾することがある。

つまり人重山の人頭税制度は士族・平民の階級制度を上台としてつくられた制度であ

るから, したがって人頭税が創設された年,すなわち1637年 (寛 永 14)以前にすでに

階級制度は確立されていたとみなければならない。大浜用恭著『人重山の研究』によ

ると,『人重山島年来日記』中に,「 寛永 5年 (崇禎元年)租席調を上,中,下 ,下々の

各男女頭数に賦課せらる」と記されているのを見ても,そ の頃すでに士族・平民がで

きていたと考えてよいようである

―中略一

3大浜信賢著 f人 重山の人頭税J1971年 11月 15日 第 1版第 1刷発行  1981年 2月 15日 第 1版第 2刷発行 三―

書房  p25
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ここで思い出されるのは,笹森儀助が『 南島探検記』に書いている一節である 笹森

は,この階級制度の確立は,I∞ 年 (明 応 9)に首里王府に反旗をひるがえしたオャ

ケ・アカハチに由来するものだと書いている

「右戦争 (赤峰の乱)の時,工事に勤労せる者は総て士族に列せ られ,爾来各種の特

権を有 し,また賊赤蜂に組 して降参せる子孫は,世々平民とせ られて,士族の件囚と

なって,その苦
竿

するとことなれ り 爾来士族平民の懸隔は他府県の比にあらず,T'
も日本旧時代の繊多非人 と士族との差あるが如 し」 (『南島探検記』239ベ ージ,8月 8

日の項) ―見, もつともらしい説である.著者も少年時代に,古老の方々から同 じ

ような説を聞いて,今 日まで信 じていた。 しか し,こ の説に対 しても,同 じく工軍に

加勢 して赤蜂に組みさなかった仲間満慶山の出身地り11平村 (仲間村)や, ミユウスク・

シシカ ドンの出身地波照間島,サ カイ・イソバの居住地与那国島等の人民はほとんど

平民であるのに,なぜ石垣村のみはすべて士族であるのか, とい う疑間が生 じる.

本来からすれば,赤蜂に加担 しなかった住民はすべて平等に士族に取 り立てられるべ

きであるのに,結果は反対である 石垣村四カ村の者は琉球王軍に忠動を励んで赤蜂

征伐の主力となり,長 田大翁主層下の旗本となって王軍を助けたために,赤蜂の乱平

定後の倫功行賞で石垣村のほとんどすべてが士族に列せられたが,論功行賞が公平を

欠いたため,人重山の士族は石垣村の四カ村のみに集中し,僻地や離島の住民は不利

となり,平民に落ちる率が高かったと考えられる

私のこの説は,お そらく当たらずとも遠からずであろうと思 う 私の脱が信頼できる

説であるとすれば.オヤケ・アヵハチが尚真王に反旗をひるがえしたのは 15110年 (明

応 9)であるから,ノ 重ヽ山の士族・平民の階級制度成立の基盤は,現在から469年 前

に確立したものであって,人重山にはじめて系図制度が施行された 1732年 (享保 17)

に先んずること232年 であり,人頭税創設 (1637年  寛永 14年)に先んじること 137

年であるということになる.

6.6 『八重山の人頭税』の著者 大浜信賢の略歴
「沖縄大百科事典 上巻」に次のようにある.

1904亀
ι岬′

1日 ～1972年 8月 22日 (明 治37年～昭和47年)医師.大浜間切 (現石

垣市)登野城生まれ.県立―中,台北医学専門学校卒業.開業のかたわら台北帝大横川

教室で研究を続け,1944年 (昭和 19)医学博士となる 戦後,人重山民政府衛生部長
に就任し,マ ラリア撲減に精根を尽くした.ハマダラカの新種を発見し,オオハマダ

ラカと金名 49年 に人口比 0.“9%,翌年には死亡ゼロというところまで撲滅事業を

推進した。開拓移民の入植で再び暴発したが,死亡率はo2-07%の低率であつた.彼
の実施した水系薬剤散布が絶大な効果を示したといわれている 八重山のマラリアは

4大浜債責著 r八重山の人頭税」1971年 11月 15日 第 1版第 1別発行  1981年 2月 15日 第 1版第 2刷発行 三―
薔房  pl13
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61年に終息をみたが,その基盤を打ち立てた業績は大きい.事年68歳.研究論文に
「人重山の於けるマラリアの流行学的研究」 著書に『人重山のマラリア撲滅』(1968),

『八重山の人頭税』(1971)が ある (牧野清)3

6。 7 「藁算」は何時ごろ始まったか?
「藁算」についての記述は,上記 「八重山の人頭税」「七 士族・平民の階級制度」の中に次の

ようにある

さらに『人重山の研究』 (大浜用恭)中 に次のような記述がある

「人重山島には往古は士と称するものなく百姓のみなりしが,其内より気量良き者を
選出し,藁算にて村中の諸事を弁ぜしめ,また読み書き算用等を稽古させたれば,隠
然士の女口き有様なり。以て世襲して,子孫に及びしが,奥武親雲上在藩の中 (天和 3年
～貞亨 2年まで)妾腹のみは ‐般の百姓同然と定められけり.其後享保 17年 (1732)
より彼の読み書き,算用稽古人と称し系図を賜いしかども,百姓と同じく童名を書き
来りしが,宝暦 H年 (1761)士 を改称し何業にやと書することとなれりJ(『慶来慶田
城由来記』より「士族の名称の始まり」の項)

この説明は,先述の喜舎場永詢,瀬名波長宣両先生の説明と大同小異である_したがっ
て著者としては人頭税との関係から考えて満足できないのである、

この説明によれば,人重山には士はいなく百姓だけであった.しかし,百姓の中から「気量良き
者を選出し′,藁算にて村中の諸事を弁ぜじめた」とある

6.8 須藤利一著「沖縄のわらざん」

須藤利―は「沖縄のわらざん」で次のように述べている

明治二十六年人月九日付,ノ 重ヽ山島役所が笹森儀助に対して回答した『現今租税取
立季節及其便否』 (1日 台湾帝国大学図書館蔵)文 中には,明 ら力ヽ こ前記の方法で,一間
切一村に割り当てられた貢納額を,更に正男女に割り当てる方法が述べられていて,わ
らざんお使用についても言及しているので引用する

現今租税取立季節及其便否

当島貢租納額高は毎年一定の額にして凡四月に徴収の訓令を発せられる 役所は訓
令の到達を待つて徴収切符を三間切頭に発す.頭は之を受け徴税伝令書を各村与人 (組

頭なり)に対し発す 与人は伝令書を受け,村民各自へ上納告知書を発す
村民は告知書を受其納税額を知る.田祖畑祖現穀米粟は,十一月二十日を以て納期

とす.(中 略)三間切頭は徴令を受くる前に,各村士族平民正男上 。中・下・下々に区
分し,人重山全島の受くべき人名を村別取調置,其人員の多寡に応じ村別に徴税伝令
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雇雑,1進禁礼疑箕算∬炒 く動∵犠ミミは、犠現
人,下々男十一人 上男は十六分数を持ち,中男は十四分数,下男十二分数,下々男十
分数 とし,右 三十五名の分数四百七十人分数あるを以て,之 に米十四石三斗四合一勺
二才を賦課すれば (中略)

以上賦課法は,廃藩以前の法にして,其後引続き此法に拠 り賦課徴収す 受くる処

貫倉属[鶏」F貰黒憲婁髪[婁奏:級1晉 [倉 :FL房二晨[薔緯畠li奮苦|:菫蓬
なる手数あるも,村 史及負担者は廃藩前よりの法に付,政て此の不便を感ぜざるもの
の如 し (原文はカタカナであるがひらかなに直 してある)

このようにして,人重山地方 (宮古島)では,納税と連関して結縄が使用されたの

層L倉::L港響隼禁:it,1贅黒舞電見[11[じ慮実警斑亀iふ萌:書F方
法,

6.9 人頭税と役人と引算合い

村番所の役人と人民との関係について「人重山の人項税」で次のように記 している

次に当時の村番所の役人 らがいかにずるがしこい奴らであったかについて,若千言及
しておきたい

人重山の離島の人頭税は,従来人民から一応村番所に取り立て,それから蔵元に送る
習慣であった。米一俵は三斗入 りと定められ,桝 日と斤量の両方を用いたようである.

ところが米の斤は人十四斤半,袋代七斤とし,粟は人六斤半と九斤の袋代となっていた
が,番所詰めんお悪役人の中には奸計をもつて数升の増米を取り立てるのみならず,中
には米と粟とす りかえ,粟を大豆にす りかえて,自 分の懐を肥や した者が多かったよ
うである。その後このことを知った蔵元では,人頭税の取立てを村番所には行わしめ
ず,人頭税 (貢米)積取船に直接収めるように改正 した。この改革は,当時の離島住民
を非常に喜ばせたものであった.

基[1'」ぱ度事」1酬lJ絆数腐二:LttIT甦晟究筆ΥЪ
まり百姓は藁算と○ (俵),十 (斗)― (升)□ (合)△ (勺)(歳 )と 板札に記され
た象形文字の符号によって納入額を確認し,納税していたのであった そして毎年春秋
二回行われる親回りの際,納税台帳と藁算および板札の照合をしていたのである。こ
れを引算合いと称していたのである.7

5「 沖縄大百科事典 上巻J編集 沖縄大百科事典刊行事務局  1983年 4月 30日 初版印刷  1983年 5月 30日 初版
発行 沖縄タイムズ社

.Ij実:有IIr人
査出方ズ譲樹声指1鷺精1言な曽露言最携T樹爵
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6.10 「教養講座 琉球・沖縄史」の人頭税の評価

新城俊昭著「教養講座 琉球 。沖縄史」に人頭税について次のように記されている.

人頭税は苛酷な税制だったのか

一般に,宮古・八重山に課せられた人頭税は,史上まれにみる重税で,極悪非道な税制

と思われている.

はたしてそうであろうか 近年の研究では,官 占。人重山の人頭税が1637年 にはじめ

られたことや,官古・八重山のみに課せられていた税制であつたことは否定されてい

る 人頭税そのものは古琉球のころから行われており,近世の沖縄諸島でも租税賦課

の基本的な方法であつた 税率も,官古・人重山が特別に高かつたわけでなく,王府ヘ

の貢租は3割 5分程度であった.

では,何が人頭税,ひいては人頭税時代が「苛酷な時代だつた」といわしめたのであろ

うか おそらく,生産力が低いうえ,地方税に当たる所遺米が他地域よりも高かつた

こと,そ して何よりも,地元役人の搾取が厳しかつたからではないかと思われる.と
いうのは,王府から通達された在藩や頭,役人への文書の中に,かなりの割合で役人

の不正に対する戒めがみえるからである.

たとえば,「 貢納物を徴収する際に,枡 目を不当に大きくしている 牛・馬の税は奉公

人・百姓の区別はないが,百姓だけに賦課している.御用布織りの割り当ては,賄賂を

持つてきたものには簡単な模様を与えているが,そ うでない者には,不慣れな者にも

難しい模様を割り当てている.

また,頭以下役人が,百姓たちへ品物を押し付けたり,穀物をむりやり貸付け,その利

息として百姓を人夫として働かせたりするなど,百姓を苦しめている 今後そのよう

なことがないように改めること」などの通達である

このように,支配層の者が百姓を不当に扱い,その特権によつて所遺米を多く徴収し

ていたことが,人頭税を苛酷なものにしていつたと思われる また,そ うした役人の

横暴を許していた時代だつたからこそ,人頭税時代は苛酷な時代であつたといわしめ

たのであろう 8

この「教養講座 琉球。沖縄史」では,「近年の研究では,宮古・八重山の人頭税が1637年にはじめ

られたことや,官古。人重山のみに課せられていた税制であつたことは否定されている。人頭税そ
のものは古琉球のころから行われており,近世の沖縄諸島でも租税賦課の基本的な方法であつた

税率も,宮古。人重山が特別に高かつたわけでなく,王府への貢租は3割 5分程度であつた 」と

ある

6。 11 仲村清司著「本音で語る 沖縄史」の人頭税の評価

上記の「教養講座 琉球・沖縄史」の人頭税の見解と連つた見解もある.
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6.11.1 第十六章  人頭税下の先島諸島

人頭税をめぐっては,必ずしも沖縄本島の農民に課せられた税率より高かつたとはいえないとい

う見方もある 人頭税の税率はほぼ「六公四民」 (収穫物の六割を公がとり,四割を農民の取り分

とする税率)で,沖縄本島もほぼ同様の税率になるというのがその考え方の根拠となっている.し
かし,比較の対象として沖縄本島の持ち出すのは適切なのかどうか.と いうのも,た とえば,江
戸時代の天領 (幕府の直轄地)の租税は四公六民で (と きには三公七民もあったとされる),琉球
よりはるかに低い税率で抑えられていたからである むろん,大名領はそれほど低くなかったが,

沖縄では,本島の負担でさえ,六公四民から七公三民にまで引き上げたこともあつた.農民はその

わずかな取り分から地主の租税も差し引かれている それによって身売り農民が続出したという
から,王府や役人はそうとうな収奪を重ねていたことになる むろん,薩摩に対する貢納が過酷で

あつたことが根本的な原因になるのだが,それにしても,そ もそもの税率が高すぎる.ちなみに

『与那国物語』 (官城政人郎著 ニライ社)に よると,184年ごろにおける一戸当たりの税額負担

額は一家総収入の実に人割を占めていたという説もあるのだ

先の意見では人頭税が凄絶な様相を帯びたのは税率より,む しろ,地元役人による搾取が厳し

かつたからではないかという推論もある.貢納物を納めるとき桝目を不当にに大きくしたり,完納

するのが無理な農民には穀物などをむりやり貸し付けてその利息をピンハネしたり,賄賂をとつて

貢納物に差をつけるなどの不正行為がそれである これについては王府から地元役人に不正をいま

しめる布達がかなりの頻度で通達されているので事実とみてもいいだろう 9

8新城俊昭著「教養講座 城球・沖縄史」2014年 6月 23日 初版発行 編集工房 東洋企画  p158 9仲村清司著 「本音で語る 沖縄史」2011年 6月 25日 発行 新潮社  p170‐ 171
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第7章 インカのキープ

7.0.3 古代メソアメリカ文明と四大文明との違い

南アメリカの文明はメソアメリカ文明といわれれる 古代メソアメリカ文明と世界四大文明 (メ

ソポタミア文明,エ ジプト文明,イ ンダス文明,黄河文明)と はどのように違うのであろうか?

青山和夫著  「古代メソアメリカ文明 マヤ・ トティワカン・アステカ」2からその違いの比較
がある

第7章 インカのキープ

よく知られている「結縄」に「インカ帝国」の「キープ」がある 沖縄の結縄と同様に組で数値

を表した

ここでこの「キープ」について紹介し,沖縄の結縄との違いや共通点について考察することに

する

コロンプスが1492年 10月 12日 にバハマ諸島に到着した.こ のときから,スペインによる南ア

メリカの征服の歴史が始まる.ラテンアメリカはスペイン人によるラテンアメリカの文明の征服の

歴史であるといえる.

7.0.2 ラテ ンアメリカの時代区分

「地域からの世界史 ラテンアメリカJに よればコロンプス到達以前のラテンアメリカの時代区

分は,つぎのようである.

①始原期 (紀元前二万―前 51XXl年 )

旧大陸から新大陸への人類の移動と拡散,狩猟・採集文化の時代

②古拙期 (紀元前5∞卜 前 lollo年 )

植物利用の増大,初期農耕文化の時代

③形成期または先古典期 (紀元前 10∞―前 1∞ 年)

神殿都市の誕生と発展.メ ソアメリカのオルメカ文化とアンデスのチャビン文化の時代

④古典期 (紀元前 1∞―後1050年 )

メソアメリカ史における古典期とは,最 も完成度の高い文化を築いた時代を意味する.この時

代は,新大陸最大の都市テオティワカンに代表され,その滅亡 (700年 頃)以後は各地に地方的文

化が開花する

⑤後古典期 (1050-1521年 )

メキシコ北部乾燥地帯住民 (チチメカ人),大移動を始めメソアメリカ文明地帯を席巻する

15世紀,アステカ文明勃興する.1521年 ,ス ペイン,アステカ王国を滅ぼす.アステカとほぼ時

を同じくして,ア ンデスにはインカ文明が誕生する.イ ンカは1533年 ,スペイン人によって滅ぼ

さオルる 1

②大型家畜や荷車を必要としなかった,人カエネルギーの文明

③乾燥地域の大河流域とは異なる,多様な自然環境の文明
④非大河灌漑文明 (中 小河川,湖沼,湧 き水などを利用した灌漑農業,

段 畑々,家庭菜園,焼畑農業)

⑤旧大陸との交流なしに発展した,モ ンゴロイド独自の文明

⑥政治的に統一されなかったが,

遠距離交換網を通して文化要素を共有した多様な文明

⑦「新石器革命」はなかったが,農耕定住村落の確立後,

数百年で発達した文明

青山和夫は古代メソアメリカ文明を『もつとも洗線された「石器の都市文明」』といつている.

インカのキープに関していえば,その他に文字がなっかたこと,貨幣,市場,車等の西洋で知ら
れていたような文明の利器が知られていなかった.政治的には国家という概念ではなく「首長制社

会」の段階にあった。したがって,ィ ンカ帝国においては,征服した他の首長社会からの「貢納」
と「賦役」によって国家が運営されていたと考えられる。このようなインカの「貫納」と「賦役」
からなる国家運営は,般代における古代中国の官僚による支配とよく似ている.

7.1 古代中国文明の特徴

中国文明の誕生は,古代文明としてみた場合,メ ソポタミア,エジプ ト,ィ ングスなど

の地に形成された文明と較べて,決 して早いわけではない 最も遅い古代文明とい う

表現もあるほどである。しかし,それらの地で先行した文明が,時を経て,やがて衰退

し,消滅 したのとは違い,黄河流域に成立 した文明は,その後,数千年にわたつて継

続されることになる。この継続こそが,中国文明の他に例を見ない最大の特徴である.

旧大陸の 「四大文明Jと の共通性 古代メソアメリカ文明の独自性

②大きな人口

③都市

④初期国家

⑤神聖王

⑥洗練された美術様式

⑦戦争

③政略結婚

⑨貧富・地位の差異

⑩農業を基盤とした正業

⑪神殿ピラミッドなどの

巨大な記念碑的建造物

1大井邦明・加茂雄二著「地域からの世界史 ラテンアメリカJ1992年 lo月 20日 第 1刷 朝日出版社  pll‐ 13 2青 山和夫著  「古代メソアメリカ文明 マヤ・ トティワカン・アステカJ200年 8月 10日 第 1鵬発行 講談社
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しかし,それがどのような意味での継続であるのかは,よ く検討してみなければなら

ない 少なくとも,表面上は,いわゅる度重なる王朝交代とそれに伴う支配民族の入

れ替わり,あ るいは域内での中心軸の移動はあっても,文明としては断絶なく連続 し

てきたとう風にみなされる。おそらく,大筋ではそのような理解でよいのであろうが,

そう見なしうる何かがこの文明の底に存在するのでなければ,持続性を主張すること

にはならないのではないか。

そこで思うに,その継続性を支えた原理の核が,こ の文明の初期段階にあたる般周期

に内蔵されたのではないか,と  すなわち,紀元前16世紀に始まる段王朝の六百余年

間,その後を継いだ周王朝の前8世紀のはじめまでの約二百年間,前後,お よそ千年

にもなんなんとする期間に,その核となる部分が形成されたのではないかということ

である 決して短くはない時間である

具体的に言えば,般代に確立した文字体系と周代に整備された礼制がそれである こ

の段周の巻を「文明の原点」と題する所以である

この地の文明の継続性を担保したものの第一は,思 うに,段代に誕生し,後世 (お そ

らく11世紀以降に,は じめて)「漢字と呼ばれることになる文字とその体系,お よび

それによつて記述されたところの圧倒的なまでの質と量のドキュメントである 文字

は,こ の地ではただ世俗における記録や伝達の具として用いられただけでなく,文 明

を表記するところの利器として機能した。この文字体系の継続という事実がなければ,

あるいは支配層の民族の交替時に,中国の古代文明も他の地域のそれと同じように断

絶したとみなしうる時期が到来していたかも知れない その転変の激しさと実態の複

雑さを思うと,文字が継承されたことによって,文明は継続したと認めうるというの

が正しいとさえいえるほどである

一中llC

すなわち,それには,漢字が体系として誕生する以前の原初に萌芽した符号 (mark)的

要素と,それを成り立たせた基盤としての漢語の孤立語にして単音節語としての言語

体系が関わつているのではないかと想像される これによって,実際の文字の読音 (発

音)が ,時代や地域によっていかに変化しようが,あ るいは言語体系お異なる民族を

超えてまでも,それなりの伝達が可能になったのではないか これは,漢字が,意味

だけでなく,音や語形を含めて表記される表語文字 (logogram)で ることと矛盾するこ

とでない 。

いずれにしても,1492年,コ ロンプスに始まるアメリカ大陸の発見とその後のスペインによる

南アメリカの原住民の征服から,西洋に於いてはその歴史が認識された 南アメリカでは他の大陸

の文明との接触なく独自に発展した文明である_コ ロンプスがアメリカ大陸を発見したときから,

コーロッパに南北アメリカの存在が知られるようになった

稲畑耕一部監修 劉□著「図説 中国文明史 2
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7.1.1 沖縄の結縄 とイ ンカのキー プ

沖縄の結縄とインカのキープとの共通点は,沖縄の結縄もインカのキープもどちらも「無文字」
であること,どちらも支配者が賦税や貢納のために結縄やキープを利用していた インカも沖縄も

商品経済が発達していなかった

7.1.2 「インカ帝国歴史図饉」よ り

序論
ペルー考古学的文化領域

ラウラ・ラウレンチック・ ミナリ

古代ベルー,ないしはベルー考古学的文化領域は,初期の村落文化から頂点のイン

カ帝国まで,85CXl年 にわたる歴史をもつ この領域は,先 コロンプス期アメリカの先

史時代の中心をかたちづくっていたが,人類の道化かがおこなわれた最古の人間文化
が発展したアジア,ア フリカ大陸から隔絶していたが故に,人類学的にひじょうにおも
しろい文化の揺整の地となった。南北アメリカは,第四氷河期まで孤立していたが,そ
の時代にベーリング海峡が凍結して,一時的に通行が可能になった。旧世界との間に

できたこの陸橋は,約 57000年 間アメリカ大陣への人間の移動を可能にしたが, これ

はふたつの時期に分けることができる一紀元前 751XXl年 から350∞ 年までと,紀元前

26111111年から91XXl年 までのふたつである 約200万年前のホモ・ハビリスという祖先

からはじまる人類の歴史から見れば,比較的短い期間にすぎないが,要するに,人類
のアメリカ大陸到達は,ホモ・サピエンス・サピエンスという進化した形態をとつて,

人類史の比較的遅い段階においておこなわれたのであった ペルーの先史時代におけ

るアメリカ大陸の各地をつぎつぎ征服した時代からさかのぼって500年 間を扱うこと

にする

南北アメリカの他地域におけると同じように,ベルーで発展した先史文化は,旧世

界文明の出現の際に重要な役割をはたした多くの要素を欠いていた。この事実は,人
間が,その古い始まりから,精神的な能力とひじょうな文化的才能をそなえていたこと

を,明 白に実証するものである.

南北アメリカ大陸で出現した文化は,現代人の尺度からすれば,"石器に基礎をお

く"原始的な文化であつた 金属,と くに青銅が発見されたことは (鉄は知られていな

かつた),さ らに複雑な形態の文明が生まれる可能性を暗示していた しかし,それに

しても,こ こでは他地域の文化の発展にとつて久くべからざるものであった要素が無

視されていた たとえば,車がなかったことは,乗 り物を牽かせる家畜の欠如んい原因

があるとするのがもつとも適切だろう.家畜の放牧は (ベルーでは)お こなわれていた

が, リャマの手しから酪農製品がつくられることは絶えてなかつた さらに,貨幣制度も

通貨もなく,品物の交換や取引が栄えるということもなかった ことばを写す音声記

号システムの代わりに,ベルー人は,キープという結節縄を利用して,数字や通信を

記録した。このように,お どろくべき"欠陥"を沢山かかえていたにもかかわらず,ペ

「監修者序文」pi― ‖
般周 文明の原点」2007年 2月 20日 第 1版第 1刷 発行 11元社
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ルーという地域は,人類史上最大の青銅器文明であるインカ帝国を生んだのである 4

7.2 民族と地域

アステカまたは,メ シカはメキシコ中央高原に人口20万の首都テノチティトラン

を集き,全メキシヨに覇を唱えた民族,または国家の名である。その言語は,ナワトル

語である.14世紀に北からメキシヨ盆地に移住してきたが,そ こにあつた,テオティ

ワカン, トルテカなどの先進国の伝統を受け継ぐ強力な国家をつぎつぎ征服して,16
世紀には最大の勢力となつた.メ キシヨ (ナ フトル語のメシカに由来し,現在, メキ

シヨでは自国をメヒコと発音する)では,北アメリカのコロラド台地の連続である乾

燥した高原地帯が,北西から南東に向かって広がり,その両端に,南・北シエラ・マ

ドレ山脈が走っている 南にいくにしたがって乾燥度が低くなり,メ キシヨ中央高原

では,水資源によつて,古 くから農耕が営まれ,高い文明が発達していた アステカ

(メ シカ)人が住んだのは,中央高原にあつて,山脈に囲まれた広い盆地 (メ キシコ盆

地)にある工つの湖のひとつ,テスココ湖の上に浮かぶ島であり,テ ノチティトラン,

およびトラテロルコのふたつの部分から成つていた

メシカは,軍事的な都市国家として,各地の民族を制圧し,東大な物資を貢納させ

ていた その勢力は,中央アメリカにもで及んでいた しかし,東方のトラスカラや,

南西のミチョアカンなどの民族は,抵抗して独立を守つており,そのほか政治的に服

属した民族も,文化的にはメシカに同化していなかった これがスペイン人の優略者

たちに有利に働いたのである.

メキシヨ南部やアメリカでは,マヤ人が,紀元3世紀から約600年 間,約爛たる文

化の花を咲かせたが,その後衰退して,ス ペイン人侵略当時には,い くつもの小さな

政治勢力に分かれていた.と は言うものの,ユカタン半島やグアテマラ高知には,ア
ステカの文化的影響を受けながら,特色ある伝統的地域文化を発達させていたマヤ人

が,小規模な宗教センターを中心として生活していた

インカ は,数千年にわたる中央アンデスの文化的伝統に集大成して作られた一

大帝国の名であり,ま たその中心となつた民族の名でもあった.さ らにその支配階級

の人々もインカと呼ばれたが,なかんずく帝王は,サバン・インカと呼ばれた インカ

の言語は,ルナ・シミだが,ま たはケチュア語ともいう インカはケチュア語ではタワ

ンティンスーユ (四 つの州の意)と いう.

インカの勢力は,北は,現エクワドルからベルー,ボ リビアを経由して,現アルゼ

ンチン北西部,チ リにまで及んだ。道路網によつて統合され,行政機構も整備した一

大国家であり,その意味ではメキシヨより進んでいたが,ただし,その内部にはたくさ

んの大民族集団を抱え込んでおり,政治的統合には問題があつた。インカ帝国の中心

部は,なんといつても現ペルーにあたる中央アンデスであり,砂漠性の海岸平地,高
知,熱帯林地帯に分かれる,多様な気候帯と地形をそなえていた.スペイン人侵人当時,

インカ支配階級はふたつに分裂して,エ クアドルのキー トや トゥミバンバに拠る勢力

4ラ ウラ・ラウレンチック・ミネリ編著 増田義郎・竹内和世訳「インカ帝圏歴史図腱 先コロンプス期ペルーの発展 ,

紀元 1000～ 1534年J20112年 9月 30日 第 131発 行 東洋書林 p7
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と,ペルー南部高原のクスコに拠る勢力に二分されていた フランシスコ・ ピサロの

制服は,これに付けこんで行われたのである.

インカ帝国の北,コ ロンピアのボゴダ高原には,ムィスカ,ま たはチプチャとぃぅ
民族が住んでいた インカのような大国家ではなく,首都制社会の連合を形づくってい

たが,金の豊かな地域に住み,宗教的な目的で金の製品をたくさん作つた そのため,

エル・ ドラー ド伝説が生まれたほどだった。コロンビア高原からは,ア トラ ト,マ グダ
レナ,カ ウカなどの川が流れ,流域に金産地が多く, したがって古くから黄金文化が発
達 した パルボア以下,初期の征服者たちがとりついたのは,こ の地方だった.金の

文化がメキシヨに到達するまでにはかな りの時間がかかり,オ アハカ盆地 (メ キシヨ

南部)の ミシュテカ人が精巧な黄金細工を作るようになったのは lo世紀以降だった.

アステカ (メ シカ)人のために金製品を制作 したのはミシュテカ・ プブラ人だった。

7.3 「月間珠算界」から「キープ」について

この資料はいまアメリカで珠算普及に活用しておられる山崎正雄先生から送られたもので,1967
年 10月 発行「The Mathematics Teacher」 の論文 "The Peruviarl Quipt,"を訳したものです

基礎の特性の一つとしての好奇心を持つ人は,先人のもつていた秘密を解きたいと長い問欲して
きています.そ してその探検の旅に船出して歴史の書物を研究したり,情報の古い源をしらべて

,

自分の疑間への解答を見つけることに着手するのが普通です

同じような好奇心をもつ数学者も彼らと変わるところがありません 彼らもまた探求したり旅を
しており,その努力によって現代数学の歴史的基盤について書力れ た幾百もの書物があらわれまし
た 特に東半球 (欧州,ア フリカ,アジア)に大きな努力が向けられてきました ここで論理的な
問題として,ア メリカすなわち南北アメリカの原住民の数字の特質に関する情報を含んでいる書物
があきら力ヽこ欠けていることです.その答えには二つが考えられる 第一にこれらの地理的地域に
おける特別な数字の欠如であり,第二に占代アメリカの数字の秘密の多くが注意深く保護されてき
たし,また保護されつつあります.

このようなことが,ペルーのインカ人の数学上の制度の特質を調査するときの明白な状況なので
す.論題 (訳者注,ベルーの結縄)について多くの言及が,今 日までもなお仕事を続けているスペ

インの多くの編史家たちによってなされてきています.しかしまだ異なつた学問上の研究は,古代
ペルーの数学やインカの結縄 (計算の記録をするために用いられる記憶用の器具)に関する論題に
完全に向けられていないということがわかっています。探求者が見出すものはすべて一般的なこと
がらで,特別な情報を示していません

しかしながら,前記の編史家たちのよって与えられたいくつかのヒントを利用して,どんな数学
上の知識がインカ人に知られていたか,ベルーの結縄が数学上でどれほど重要であつたかを見つけ
る努力をしている人々によって研究が進められてきています このような科学者の二人は,Lelmd
Lockeと Erland Nordensholdで す.

これから以後に述べる事柄は,これらの研究の結果に集中することでしょう しかしながら,読
者は, これらの人々特にNordensholdに よって達せられた結論の多くは,わずかに信用されるに
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すぎないということに注意しなければなりません というのは,それらが長い期間の厳密な研究に

基づいているとはいえ,それらの真実を証明する確実な方法がないからです。

インカ人の数学上の制度の複雑さを議論する前に,数学の分野は,文明について,他の文化的

功績と比較して比較的不毛であったということに注意する必要があります たとえば,イ ンカ人は

古代バビロニア人にいくぶん似ていたメキシヨのマヤ人の複雑な計算制度に欠けていました そ
して彼らは初めは念のいった計算方法を発達させるよりむしろ記録することに興味を持っていま
した こうして,私たちは「ペルーの結縄Jが議論の問題点であるという点に到達します 結縄は

数学上の問題におけるいろいろな種類の結果を記録するためにインカ人が用いた器具です.私たち

は結縄がペルーだけでなく,南アメリカの他の地域でも用いられたということを証拠だててきまし

た (註)L∝山 Baudin,AS∝ialist Empire,The lncas of oeru(New York D 17an Nostrand Co,

1961),R124 私たちが現在研究のために用いてきた結縄の大部分は,ベルーの沿岸地域に沿つた

乾地の基で発見されたものです.Locke氏や Norddenskioldに よつて用いられた結縄は特に真実な
のです

インカ人は数学の計算をおし進めるのに特に器用ではありませんでした 彼らは毎年の人口調査
の結果を記録したり,彼 らが所有していた群れなす羊の数を記録したりすることの方に,もつと興

味を持っていました。彼らの数学上の功績は偉大ではありませんが,明 らかに高い価値をもつてい

ます これらの統計を記録する方法は巧妙で,20世紀の多くの学者はいまなお興味をそそられて
います.

しかし,結縄に記録される結果を,彼らは正確にどのように計算したのでしょうか。一種のアパ

カスが用いられました.これはローマ帝国時代に地中海沿岸地域で広く用いられたものを受け伝え

たような型のものではありませんでした インカ人のアパカスは,あ りふれたアバカスにあるよう

なフイヤーや珠の代わりに,石でできた長方形の板でできていました その板には沢山の長方形や
正方形の仕切りがあり,中央には自由な人角形をした場所があけてあり,また二つの相対した隅の

長方形は高くなっています.そ して更に二つの部分は,こ の高められた部分よリー段と高められて
いて,三段の平面から出来ていました。第一図はこの平面図で,斜線の部分は高くなっている部分

を示しています (上掲書 p125)

計算に使われた小石とそれが置かれたおのおのの長方形や正方形のある位置で合計がだされま

す たとえば,小 さい正方形の中の1個の小石は1で ,長方形は中の2倍,中央の人角形の中は3

倍の値をもち,一段高い平面上のものは6倍 ,一番高い平面上のものは12倍の値をもちます そ

して色のついた石で計算される物の性質をあらわします。計算方法は結果を求めるのに効果的でし

たが,アバカスでは永久的な記録をとどめておくことができないので,おそらくエクヮドルのカナ

リー人からこのアバカスを受け継いだインカ人は,計算器具としてではなく,数の記録用として用
いることのできる他の器具の必要を感じました (註 上掲書 p124,125)

結縄がこの必要をみたしました 結縄は一見して,特別な意味を持つていない結び目のある紐で

あるという以外は,何の印象を与えないし,これらは包みでもありません。結縄は結び目を持った

組の集まりであることは事実ですが,しかしこれらの結び日は特別な意味を持つように明瞭にしか

も整然と整備されたものです だからこの結び目が何を意味している力ヽこついて誰もがそれを判読

する仕事にのぞもうとします。

結縄は1本の主紐とそれを房のようにつけた枝紐からできています。これらの枝をLockeは H
紐と名づけています.これらはいくつかのグループにして主llllに くくりつけられ,こ のグループは
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たびたび H紐の数が等 しくなっています H紐はさらに他の紐がついていて,こ れを B紐 と呼ん
でいます 何か加えるものは,第 2の順位である B紐いしるしをつけました。(第二図参照)

結び日は H紐とB紐に集中していて,主紐にあることはほとんどありません 結び目の性質に
ついて,L●cke氏の指摘によりますと,それは主として三つの型があります.問題ごとに,紐の上
の位置と結び目の相違によって違つた価値が定められています インカ人は,現代の私たちと大変
よく似た十進法を使用 しました。彼らの制度が,私たちと同じように,10に基づいた位置で位を
示す制度であったことは興味を引く事柄です こうした結縄に用いられたそれぞれの結び目の形
は特別な十進数の値を持つていました.紐の上にはいわゅる ovorhand knots(幾 重にもした結び
目),simple singb knots(簡 単な一つの結び目)が あり,こ れらは十位,百位,千位,万位をあ
らわ しました。インカ人は実際に万以上の数を使用しました それから 1を示すのに用いられたS

状の形をした"Flemね h knOts"が ありました すべて整数は長い結び日であらわされました.そ し
て長い結び日についてはその価値は結び目を作る前に紐を何度巻いたかを数えることで決められま
した "10ng knot8(長 い結び日)"はまたときどき十位や百位をあらわすのにも使われました こ
のような場合には,紐の上の結び目の位置がその値を示 したようです このとき一位は一番下方に

近く,十位はそのすぐ上に,それから百位,千位,万位と置かれました.

ではインカ人が実際にどのように結縄を使用 したのか,その例を次に示 しましょう 土人が家畜
の群れの中から動物たちの数を記録 しようとするときに,アパカスを使つて羊が 10匹 ,ラ マが 30
匹,大が 3匹 ,山羊が 10o匹 で合計 143匹 になると,結縄を作るのに,先ず水平な紐 (主紐)を
作り,それから第二図に見られるように 5本の H紐を吊るします 最初 (左)の紐には 10匹の羊
に対 し一つの overhand knots(幾 重にもした結び目)を作 り,第二番目にはラマの数を記録する
三つのoverhand knotsを 作つて loo匹の山羊をあらわすためにそれを適当な位置につけます (註

上掲書 p126)

紐の色には意味があって,結縄の上に記録された loは羊をあらわしていてラマではありません
このように して数えられたものはおのおの色が定められていて混同をさけるようにしました。しか
し色を使い果たしたときはインカ人はどうしたでしょうか。同じ色を異なった意味に使わねばな
らなかったということは明らかです。そのために,結縄を判読することに一つの技術を要し,仕事
をするために特に馴練された個人を必要としました.そ の人を Quipucalnayoc(結 縄係)と呼び,

彼の仕事は結縄を作つたり,保存したり,翻訳することでした。(註)」 Alden Mason,The Aclant
C市lizations of Pem(BaltimOre:Penttn Book,1957),p228

結縄の目的は,特別な用法に関して,強く同意する学者,同意 しない学者などがあって多様です
Mason氏は,イ ンカ人は彼 らの歴史や伝統を残 しておくために結縄を用いたと主張 します.彼

は 「インカ人は,例 えば象形文字とか表意文字,アルファベットなどのような書くとうどんな制度
も発達させなかった.」 と簡単に述べています。(註 上掲書 p226)彼 らの歴史は書きとめられなく
て,結縄を構成する沢山の結び目が作られました

EI Inca Carcilaso de la Vegaに よつて書かれた COInentarios Rmlesに は,結縄の目的について
のこの見地と一致した興味ある紹介がなされています 彼は,結縄が実際に書くことの代用として

用いられた,と いうのは結縄がインカ人の郵便制度の基を形成したからだ,と推定 しました 彼は

次のように言つています .

「他の伝言は言語でなくて書くことで伝達されました。インカ人は書くことをしなかつ

たと前に言つてきましたが,こ こで云 う書くというのは,ちがった紐にちがった色の
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結び目をこしらえたということです …・結び目や紐の色は,人の数や武器,衣服,糧

食,そ の他彼らが作つたり,送つたり,準備したりしなければならなかつたものは何

でもあらわしました これらの結び目のある紐がいわゆる結縄なのです "̈」 (註

Comentarios I"als(BuenOS Aires:EspasaCalps S A 1961)p65-69

結縄のもう一つの興味ある用途は Herreraに よつて提唱されました スペイン人によるインカ

の征服と,カ トリック教への改宗がなされてから,こ の二つの集団の間には言語の相違による連

絡が残されていて,こ の結果,イ ンカ人がスペイン人の牧師に懺悔したいときには,キ リスト教

の掟にそむいたすべてのことを記した結縄が利用されたと,彼はいつています (註 "Quip∝ ,"

Encidopedla ni"“ a lllstrada Europ∞ Americana(Mariょ Espasa‐ C」pe S A 1958)p141卜 1418

結縄の目的の一つは,膨大なまたは魔術的な数を記録することだと推定されてきます Erlatld

Nordensholdの 多方面にわたく研究はこの理論の発表に至J達 しました。研究のために彼が使つた

結縄は,単に乾燥した地域の墓からとりだされたというだけでなく,す ぐれた状態のもとで大部分

が完全な標本をなしていました Nordenskloldの 意見は現代の権威者たちから全面的に容認され

ていないということはさらに論点を麟論して行くうえで注意しなければならないが,それらは読者

に空論を植え付けてしまいます.

Nordensholdは 研究のために使つた結縄を調べる前にさえも,それらが歴史的出来事の記録や

毎年の国政調査に相当する複雑な数字の記録でないと信じていました 彼は,未開人の生活につい

ての情報を含んだ何かを基にうめうといつも信じている,と いう事実にもとづいてこの推測をしま

した その結果,結縄に記録された数はある種の魔法と関係があるかもしれないと彼は推量しまし

た そして魔術と計算に関するインカ人の先入観についてのBertonioの 陳述を知って彼は一層そ

の確信を強めました.

「あるものの中から少数を採りだしたり,穀物をかぞえたりして将来の出来事を予言しなさい

良い年になるか,そ うでないかを知るために,一袋の馬鈴薯を数えなさい.」 (誼)Nordenskiold,

The Secret of the Peru宙 an QuipuS(SWeden:COmpttative Ethnographical Stadies,1925Ⅵ .9
-群の結縄を検査して彼は7と いう数の特殊性を発見しました.こ の7は ,紐自身の上にあらわさ

れた数としてではなく,一本の組の上に記録された合計の除数としてや,隣接の紐に記録された合

計の除数であるところの数の末位の数字としての7です。この数はしばしばこれらの除数にあらわ

れるし,Bertonioはインカ人が計算する上の魔術と関係があつたと述べているので,Nordenskiold

は,7と いう数は,神秘的な価値をもつものと考えられてきたにちあぎない,と 結論しました.(it)

上掲書 p卜 37)

研究された結縄にはまた天文上の数を含んでいました その一つの例は,Nordensholdが最初に

調べた結縄です それは他の結縄のように,7を含む数かまた除数の末位が7である数が沢山あり

ました しかもそれはまた 1,172に等しい,言葉をかえていえば2× 586に等しい合計を含んでい

ました Norderlskioldは ,こ れらの数は日数をあらわし,こ の合計は 2× 584日 に等しい金星の

二つの合の運行の期間を表していると結論しました.差の4日 は,われわれの太陽年の3倍 (3×

365)と 金星の二つの合の運行の差が魔術の数 (こ の場合,77)で あるように加えられている, と

してうまく言いぬけました.(訳者註,2× 584-3× 365+4=77,1168+4=1172)こ の特殊

な例は,NordenskiOldが その関係を探し,それによつて彼が望んだ発見にこじつけたことをなぜ

専門家たちが信用するかという一つの理由です というのは,彼の研究した他の結縄は,以後に於

いても,天文学上の数が多いことを示しているために,彼の発見を完全に反駁できないからです
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スペインの編史家たちは結縄 とインカ人の天体への興味との関係について述べています

もつと正確には,Mぬ naは ,

彼らは二つの結び目をもつた羊毛のいくつかの紐をたくみな方法で用い,ま た結び日

に色のついた羊毛をさしこみました これを彼 らは結縄と呼び,こ の国で起きたあら

ゆる物事を 500年以上もの間38知 するのに結縄を用いてきましたし,今 も用いていま

す こうした事実にもかかわらず,あ る勤勉なそ して賢いインディアンたちは,代々受

け継いできたある種の結縄を持つていました これらの結縄は起つたあらゆる小さな

出来事を含んでお り,ま た 1年とか 1カ 月でなしに数年とか数ヶ月の立派な記録でし

た Yuga Yupanquiが 国を征服 しはじめてから,かれはあらゆるものの記録を作るこ

とを始めました 殻が支配者になる以前でさえも彼 らは結縄にいくつかの冬や秋を含

めた月や年について記録をしてきました (註 上掲書 pl卜 11)と 述べています

上述のような資料から,Nordenskloldは ,彼が研究 した結縄に記録された数のあるもの _特に

彼自身がそのような数に出会つたときは,天文学上のものにちがいないと確信 したのは不思議では

ありません

Nordenskioldに よって研究された一つの結縄は半円形をしていました。それはインカ人が用い

た月の表徴で与えています。彼はこの標本に描写された数の合計は3,481ま たは 118× 295に等

しいということに注目しました。また一つの色の紅はすべての 30で割 り切れる数になっています

そして改めていろいろな他の標本を調べると同じ結果,すなわち365日 の 1年は,295か 30の 日

数に分けられる,と いうことが知れます.(註)Nordenshold caluulations with Years and Month9

in Peru宙 an Quipus(SwEthnographical S¬ gieni Comparative Ethnophical Studiぃ ,1925)Ⅱ ,

Paれ 2,5-34

そこで,こ うした餞論に基づいて,Nordenskioldは インカ人が用い,彼が調査 した結縄には

(1)い ろいろな形に結合されてたびたび表される7と いう数

(2)日 数を表わした数

(3)天文学上の数

が含まれていると推定 しました

結論として,読者はペルー人の結縄についてはまだ完全にその秘密が解かれていないという事実

に十分気付かれたことでしょう.このことは,Nordenskioldの 研究が 1925年に発表されて,それ

以後はとんど進歩 していないということではつきりしています 集計するのに,イ ンカ人が十単位

で数えたこと,十進制度を採用 したこと,アパカスで計算 したことをしることが出来ます これら

の計算の結果は,それからこの分野の専門家である結縄係によって結縄にうつされました この記

録装置の目的は,歴史的事件を記録 し,統計の記録を保存 し,イ ンカ人の改宗者の懺悔を助け,魔

術の数を記録 し, さらにはおそらく天丈学上のデーターさえも記録することでした

結縄に関してはさらにもつと多くの研究がなされる必要があります そして結縄にまつわる神秘

性に興味をいだく人々によって, これ以上の発見が今後なされる可能性があります 5

5Lind Mare Diatla警  戸谷 清― 訳
月 1日 発行 p16‐ 24

「月間珠算界  No207」 4月 号 昭和 46年 3月 25日 自]刷 昭和 45年 4
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7.4 第 6章 紐で表す数

7.4.1 インカの古文書 077-081

16世紀の初め,ピサロの率いるスペインの探検隊が南アメリカに上陸したとき,彼らは南北およ

そ4000Kmに及ぶ1億ヘクタール余りの広大な帝国を発見した それは現在のポリビア,エ クワド

ル,そ してペルーを含む領上である 当時の "イ ンカ文明 "―その起源は12世紀初頭に遡るとい

われている一は絶頂期に達していた.そ の文化度の高さは,イ ンカ人たちがいまだ車輸も牛馬によ

る車の牽引も,厳密な意味での文字さえも知らなかっただけに,一見,驚異的なものと思われる

しかしこのような成功の原因は,イ ンカ人が経の結び日による,かなり複雑で,そ のうえきわめ

て完成された方式を用いて正確な記録を保管するという才覚を持つていたことによつて,説明がつ

くのである キポスquipKxs(イ ンカの言葉でく結び目>の意 [結縄1)と 呼ばれるこの仕掛けは,お
よそ2フ ィー トの長さの紐と,それに結び付ける雑多な色のやや細めの紐からなつていた。細紐は

幾つかのグループに分かれて基本組に下がつており,規則正しい間隔をおいて種類の異なる結び目

についていた (図 46).

キポスはときたま間違って計数用具とされることもあるが,実際にはインカのきわめて実務的な

行政のさまざまな要求に応じた記憶装置だつた.それは,祭事や年月日や統計などを表すのに役立

てられていたほか,と きには暦や伝言の通達手段としても用いられた 規定によって,それぞれの

色の紐は具体的な物や抽象的な観念を表していた、(例 えば,白 は銀または平和,黄色は金,赤は

血または戦争など)キポスはなかんずく会計計算の手段,あ るいはむしろ具象的な数表示手段とし

て用いられた.組の色,結び日の数と位置,各 グループの大きさとそれらの間隔は,はきつりした

数的意味を持っていた。(図 47,48参 照).他方では,キポスを保存することによつて中間的な計算

過程を記録することができたため,き わめて多様な勘定 (それは十進法でなされていた)の結果を

表すのに役立っており,したがって統計にとつて貴重な道具となつたのだった.統計の分野は,軍
事関係,租税,収穫見積もり,例年の大狩猟でとれた獲物の数,納入の送り状 (図 50)国 勢調査,

出生・死亡,帝国の1行政単位あたりの課税基礎制定,人的あるいは物的資源目録,予算文書作成

などにわたつていた

メトローA Metrauxは 次のように説明している。「統計についてのこうした配慮は,"イ ンカ帝国

の社会主義的性格"を物語るものとされた けれども,言葉の罠にはまってはなるまい 年齢層別

の人口測定や,賦役によつて生産された富の見積もりなどは, じつに単純な要求に応えるものだつ

た もしも現実の労働力や生計に必要な資金についての情報がなかつたとしたら,イ ンカ人は戦争

による征服とれ 官殿や城郭の建設などをもくろむことができなかったに相違ない 十進法を基礎

にして結んだ紐を用いることによつて,おそらくインカ人は,帝国の国民にこの方式で割り当てる

ようになったのである.

インカ帝国の各都市や村,あ るいは地方には,実際に"キポス使い"(ま たは<結び日の番人>)

という呼称をもつた帝国官吏が存在していた,彼 らはまず,いつ何時でもキポスを作つてその意味

を説明すること,そ してしかじかの重要問題に関する情報を政府に提供することを任務としていた

(挿図18)地方で集められた種々の産物の総目録を作つたり,各階層毎の人口調査を行うのも彼

らの役日で,調査の結果は驚異的な規則正しさと正確さを持って結んだ紐に記録され,そ のうえで

記録は首都へと送られるのだった
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プレスコットWH.Prescottに よると,あ るキポス使いは,「収益を受け持つていて,労働者に分

配 した材料の量,生産された品の量と質,さ らには国営倉庫に納められた品物の総計を報告してい

た 別の者は,出生と死亡,結婚,兵役可能な男の数,そ して国の人口に関するその他の詳しい事

柄についての記録を行っていた,こ うした記録は毎年首都に送られて,それを解読できる教姜のあ

る役人の監査を受けるのだった。このようにして政府は,貴重な統計的資料を大量に掌中に収めて

いあたわけで,それら色とりどりの組の東は入念にまとめて保管され,国家占丈書とでもいえるよ

うなものを形づくつていたのである

インカ方式のキポスは,長い問ポリピアとエクア ドルで用いられてきた リベロM E de Rl"ro

とツディJ.D de Tshudiに よれば,ベルーの高原地帯にある農場や放牧場では,前世紀の半ばころ

にもなお羊飼いがキポスを使つていたという。彼らは第一の東 (白 い紐で作られた)で羊や山羊類

の数を記録 した (だいたいにおいて,1番 目の経は牝羊,2番 目は子羊,3番 目は牝山羊,4番 目は

牝の子山羊,5番目は牝羊,と いうふ うになっていた)次 の東 (緑色の紐)では,牛の数を記録

していた (1番 目の紐は牝牛,2番目は乳牛,3番 目は非乳用化牛,そ して年齢,性別に分けた子

牛など)(図 51)

ポリピアとベルーのインディアンは,種々のものを数えるときいまでもこれと似たような手段を

用いている.それはチンプ Chimpuと いう インカ式キポスの直系の孫 (図 52)で ある.チンプの

場合,10よ り少ない数を表すには,1本の紐にその数の分の結び 目を作る 十の位になると2本

の経をまとめて結び目を作 り,百の位は 3本 ,千の位は4本の紐にまとめる, というようにする

例えば結び目が 6個ある場合,チ ンプでは,それが 1本の紐か,2本 ,3本,あ るいは 4本の紐か

によつて,6,60,600,60CXlを表すことになるのである。

7.4.2 結縄方式のその他の痕跡

こうした結び日付の紐は,時代の異なるさまざまな地域に見られるもので,特に前1千年紀のギ

リシアやベルシアでも使用されていた ギリシアの歴史家ヘロドトス (前 485-前 425)は ,例え

ばペルシア王ダリウス 1世 (前 522-前 486)が スキタイ人の騎兵兵団討伐に遠征する際に,後方

部隊に不可欠で戦略上も重要な橋の防衛を,同盟ギリシア軍兵士に任せた様子を語つている.ダ リ

ウス 1世は彼らと分かれるときんい,60個の結び目のついた革組を彼らに渡して,毎 日1個ずつ

結び目をほどくように命令してこう言つた

一諸君が最後の結び目をほどくときに万一私がまだ戻つていなかったら,諸君の船を引き上げて

故国に戻るがよい.

これと同じ技法は,当時ローマ帝国の支配下にあつた前2世紀のパレスティナでも見られる 租

税徴収入が,記帳の代わりとして太い綱 (何本かの経をより合わせて作つたものらしい)を使つて

いた そして,納税者が受け取る領収証は,特殊なやり方で結んだ 1本の組だつたのだ

会針や資料記録のためのこうした方法は,ま だ文字が発達していなかつた昔の中国で,明 らかに

かなり長い問用いられてきいた 中国の伝説によると,中国文化の基礎を集いた三皇の一人,神農

が,結縄を使う簿紀方式を完成させるのに貢献し,さ らに数えたり出来事を記録したりするための

ものとして教えたという 古代中国で結縄―中国の書物に書かれているように,それはベルー式キ

ポスの方式と類似している一が用いられてきた痕跡は,『易経』という前 1千年紀の前半に書かれ

た古共的書物の中に見られる そこにはこう書かれている.f太古の昔には,人間は結縄方式によつ
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て治められていた 」これと同じことが,前 6世紀から前4世紀の間に老子が著したとされている

『道徳経』の中にも書かれている

結縄を使う数え方は,極東では今日でも完全に消えたわけではない 特に, 日本列島と台湾の間
にある琉球では,いまもなを身られるのである.フ ェヴェリエJG.Fevri∝ はこう書いている「沖

縄の一部の山岳地帯では,労働者がこうした結び目を藁に付けるやり方で労働日数を数えて,支
払われるべき賃金などを記録している (・ …)首里では,質屋が取引の帳簿をつけるのに,蘭草

か樹皮の長い紐を使つて,その中央に別の紐を結び付けている 上半分の結び目は借り出しのあっ

た月を表し,下半分は貸出額を表す 人重山列島では同じようなやり方で,収穫物を数えたり記録

したりしていた。また,現在のように徴税者は納めるべき金額を示す結び日の付いた紐を受け取っ

ていた 」

これと同じ習慣は,カ ロリン諸島やハワイ諸島,西アフリカ,そ して特にすイジェリアのラゴス

の後背地に住むイエプ族に認められる またこれと同類の方式が,地球の反対側の一部の北米イン

ディアンの間にも見られる ワシントン州東部のヤキマ族,ア リゾナ州のワラバイ族とハヴァスパ

イ族,カ リフォルニア州北部と南部のミーウォクとマイドウ族,それにニューメキシヨ州のアパッ

チ族とズニ族がそれである

こうした昔の結縄のおもしろい名残が,前世紀末のドイツの製粉業者の間にも見られた 彼らは

町や村のパン屋との取引の際に,こ の種の方法を用いていた (図 54)祈祷の数や性質を示すため

幾つかの宗教で用いられている結縄式数珠にしても同じことである (玉をつないだ数珠や,刻み日

付きの棒と同じように扱われたもの)こ のような結縄式数珠はチベットの僧侶も用いており,彼
らはそれを使って"108"を 数える (108と いう数は彼らにとつての聖なる数)祈祷を行う,数珠

には108個の結び目が付いていて (あるいは108個の玉をつらねた数珠),祈 りの対象によつて紐

の色が異なる。例えば,黄色い紐 (ま たは玉)は仏陀,白 い紐 (ま たは白い員の玉)は善薩,赤い

紐 (ま たは赤珊瑚の玉)"チペット人を改宗させた人 "[パ ドマサンバT/ァ l,な どである これと

同じようなやり方が,ほんの数十年前までシベリアの住民の間で用いられていた.ヴォグル,オス

チャーク, トゥングース,ヤクー トなどの部族がそれである それから,イ プン・サアドが伝えて

いるイスラーム教の伝承についても触れておかねばならない それによると,預言者ムハンマドの

娘ファーティマはアッラーの99の得相や規定の祈ありの後に続く例外的ネL拝 を数えるのに,結縄

を使つていたという (玉をつらねた数珠でなかった).

ユダヤ教における特殊な使い方についても記しておこう 律法 (『出エジプ ト記』第 8章の 16,

『申命記』第 6章の8と 第■章の 18)に文字どおりに従えば,すべてのイスラエル人男子は,朝
の祈祷 (ShahHt)の F/1に ,自 分の頭と左腕のまわりに tefl■ mと 呼ばれるリボンを巻き。,肩には

tstJtと 呼ばれる房飾りを下げねばならない (図 55)さて,祈祷のための房飾りに下がつている

糸のうち,その四隅にの組はいつも,統計が一定の数になるように結ばれている.セ ファラード伝

承では 26,ア シュケナジ伝承では39で ある.ユダヤ人はこうして,祈 る時に神を表す数値,ある

いは神の唯一性を表すヘプライ語のアルファベットを数値化する方法一本書では後でも扱うつもり

だが一によれば,26と いう数はヤハウェYHWHの数値と一致しており,39は Y「WH chad(く

6ュ ダャ教の祈祷のためのリポンは,聖真―特にシェマ・イスラエル Shema'13raCl(く 聞け,イ スラエルよ>)と いう
ユダヤ民族の信仰告自一が書き込んである羊皮紙からできていて,こ れ らの リポンは小箱に収められてから革紐で固定さ
れている 額の小箱の外側には Shinと いうヘプライ文字が書かいてある 頭の革経は Dttetと い う文字の形,そいて左

腕 (心臓側)の革紐は Yodの形に結ばれており,こ れはく全能者 >を意味する聖なる徳相シャダイ Shad」 の名を自分の

身に付けるために行われる [ヘプライ文字の形は第 17章参照〕

第 7章 インカのキープ                               75

ヤハウェは唯一なり>)と いう表現に一致している (図 56)一部の律法学者はこれについて,39
とい う数はまたヘプライ語の Tal(く 朝露>)一く祈祷のための衣服 >を意味する Talitと いう語

はそこから派生 したもの一に対応すると指摘 している.そのわけを彼らはこう説明している 39
個の結び目に付いた房飾 りをまとうことによつて,神の唯一性を身をもつて表 し,そ してく草にし

たたる "朝露 "の ように御日からほとばしる>神の御言葉のすべつを聴き取ることができるのであ

る, と_

以上のように,結縄は単に具象的な数え方の道具であったばかりでなく,記憶を助ける道具とし

ても使われてきた (簿記,行政上の文書保管,契約や領収証,暦など).そ して,言語学者のいう

意味におけるく文字>に こそなっていないとはいいながら,「 結縄は文字の機能の一部を担つてい

たのであるから,文字に匹敵するものだということができる その機能 とは,歴 史的な過去の記

録を保存すること,社会の構成員の間における契約によるつながりを永く保証すること,であるJ

(ViViane Alleton)
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点取記標

雑用記標 第2種類 八重山諸島 (他島で少し用いる)

ヽ
)

寸法 :高さ140ミ リ 左椰 ミリ

先島地方などの復元 185

現在の手帳と同様、文字と算術の用を兼ね備忘録として用いる。
用途が雑多で結組の遺り方は各自の勝手で一定の形はない。
(例)使役人夫の出役状況 (回数等) ・̈出役毎に1結づつ結ぶ
村民の交際…贈答品の記録

民費の募集…使役人夫の動情により民費出米を加減する        _
物品の数量…物品交換 (売買に金銭を用いず)

*:〔

鮮
棚憲党ゝ万為翼瑞τ:蠍T亀霧L踊概

1 物品募集標 (短茎 7番戸)(仮に焼酎とする)

1番戸 1合づつ 2人

2番戸 1合づつ 2人
3番戸 3合
4番戸 1合づつ 2人

5番戸 3合
6番戸 事故にて出費せず

7番と 4合の出前を割賦

2 人夫出役点取標 (長茎 9番戸)

1番戸 6回
2番戸 女戸主、出役なし

3番戸 14回

4番戸 9回と8回

5番戸 6回
6番戸 10回、12回

7番戸 13回、 6回
8番戸 16回

9番戸 3回
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人夫使役標

雑用記標 第3種類 八重山島所用

*E: a91733l.1 tt'ass U

算標に近いもので専ら人夫使役に用いる。八重山群島で用いられ、他島には見られな_士 士r,‐ ュ ‐ ョ ハ ロ ^■ .、 .____、 __

よ薦黒亀皐冤鼻
=ふ

lう

にヮだが出て√百孫5ぶ嬌″11ボ罫どだ『″福

懸 )。 出役 1回に 1結 し、結びの数で出役の回

り 颯 盤 獅

御 H幣 わ

(素材)藁

ft,hfrfrtYaafi,787
年期類別標

雑用記標 第4種類 八重山島所用

寸法 :高さ202ミ リ 左右194ミ リ
丁年者と免役者を区別する標。村事

を取締る者がこれを用いる (年齢早見
表でぁる)。

貢租人夫使役等の処理をする時に用
いる。

八重山郡島におぃては貢租の賦課法
で、人夫使役法と共に第 3種類のよう
に年齢により等級を分けるきまりがあ
る。

(例)4戸分に関する年数早見表
1番戸 長茎 1人…上役夫

短茎 1人…中役夫
小縄 2人…満期人

2番戸 申役夫 2人 満期人 1人
3番戸 士族 (人夫に役する義務は

ない)

4番戸 中役夫 2人  下役夫 1人
事故のため常役夫の外に置
く1人

(素材)藁
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貢布割布記標

雑用記標 第7種類 八重山群島

t

rf*: a61ss1u ttaof u

( 年々の貢布を課する際、これを命令書に代えてその丁年女子中 (組合)に下げ渡す。(1組合に1個づつ、または1人毎に1個づつのこともある)

(例 )

境解Ъ量 Iユf瑳聾専[鮭!1:聾竜[駐る
鼈 ぱ覗栞胤 ∫響l、

1譜
荘 ∴ こ健 を図猟 楓 積糸等暮鎚する)

(素材)苧麻

先島地方などの復元 191

7轟贈蹴蓬≦亀牌ξ奄雲適格

[ξご雷曾す[掌:思暮把言FttF主の監視

,、 狼藉する者は見つかり次第披露して相当

す:「
グゾ…必ず野市萄を以て作る。ヵナグゾのあるところでは無言で罰を行うを法と

蜃 露 1「1:嘉
属慧薬:|こ占嘉房蜂彙を償納させる (4縄の結東 =米 4俵 )

tfX:6ga2p5 U ttarst |J



192

制札代用標 (カ ナグヅ)(2)告訴標格
雑用記標 第8種類 八重山群島 西表島

縄 9條の結東は役所に報せるの意

(意囀 …このカナグゾをかけてある区域内において狼着のある時は、
見つけ次第役所に訴えるべしの意

(素材)葡萄蔓、藁

本人に告げず、

寸〕鴫:高さ440ミ リ 
ー

ミリ

先島地方などの復元 193

制札代用琴 (カ ナグゾ)(3)拘 引標格
雑用記標 第8種類 八重山群島西表島

f    盤なボ詔為」雉 :「
(イ )長縄…拘縛

(口 )=茎…棒、杖をもうて打つ数を示す (本数は罪の軽重による)

素材 葡萄蔓、藁

**: 16as51 u tt2oss .,
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第 4章 カイダー字について

与那国嶋通用宇符 14
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